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古
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物
保
存
方
」
と
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藩

香
　
山
　
里
　
絵

　

は 

じ 

め 

に

一　
「
府
県
宝
物
調
書
類
」
か
ら
み
る
「
古
器
旧
物
保
存
方
」

二　

尾
張
家
御
道
具
掛
と
「
御
名
物
及
古
器
物
目
録
」

三　
「
古
器
旧
物
保
存
方
」
の
企
図
と
役
割

　

お 

わ 

り 

に

は　

じ　

め　

に

明
治
四
年（
一
八
七
一
）五
月
二
十
三
日
布
告
の
「
古
器
旧
物
保
存
方
」（
太
政
官
布
告
第

二
五
一
号
、
以
下
「
同
布
告
」
と
呼
ぶ
）は
、「
厭
旧
競
新
」
の
明
治
初
年
に
あ
っ
て
「
古

器
旧
物
」
の
保
全
を
謳
い
、
現
在
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
文
化
財
」
を
後
世
に
保
存
す
る

意
図
を
示
し
た
布
告
と
し
て
、
日
本
の
文
化
財
保
護
関
連
法
の
端
緒
と
位
置
付
け
ら
れ

て
い
る
。
同
布
告
の
三
十
一
種
の
分
類
は
江
戸
時
代
の
考
古
家
の
系
譜
を
踏
襲
す
る
も

の
と
さ
れ
、
ま
た
同
布
告
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
品
目
は
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
の
出
品

品
目
の
選
定
に
役
立
て
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た
。
同

布
告
は
直
前
に
出
さ
れ
た
大
学
献
言（
明
治
四
年
四
月
二
十
五
日
）の
流
れ
で
作
ら
れ
た
と

さ
れ
る
が
、
大
学
献
言
に
あ
る
集
古
館
設
置
に
は
触
れ
て
お
ら
ず
、
博
覧
会
へ
の
出
陳

の
意
図
も
直
接
的
に
は
示
し
て
い
な
い
。
ま
た
報
告
後
の
指
定
や
補
助
金
交
付
な
ど
の

施
策
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
同
布
告
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
未
明
な
部
分
が

多
い
。

同
布
告
は
「
各
地
方
ニ
於
テ
歴
世
蔵
貯
致
居
候
古
器
旧
物
」
の
保
全
を
求
め
、
品
目

と
所
蔵
人
名
を
記
し
、「
官
庁
」
か
ら
差
し
出
す
よ
う
但
し
書
き
さ
れ
て
い
る
。
同
布

告
や
「
壬
申
検
査
」
等
に
際
し
て
府
県
が
提
出
し
た
目
録
と
し
て
、
か
ね
て
よ
り
東
京

国
立
博
物
館
に
伝
わ
る
「
府
県
宝
物
調
書
類
」
四
十
五
冊（
重
要
文
化
財
「
壬
申
検
査
関

係
資
料
」
の
内
、
以
下
「
宝
物
調
書
」
と
呼
ぶ
）の
存
在
が
知
ら
れ
て
お
り
、
同
布
告
に
対

し
て
古
器
旧
物
を
と
り
ま
と
め
進
達
し
た
の
は
「
府
県
」
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か

し
同
布
告
は
廃
藩
置
県
が
実
施
さ
れ
る
二
か
月
前
に
出
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
布
告
を

受
け
た
の
は
廃
藩
置
県
前
の
府
藩
県
で
あ
り
、
同
布
告
に
あ
る
「
官
庁
」
と
は
旧
大
名

家
の
体
制
が
色
濃
く
残
っ
た
藩
庁
を
多
数
含
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

同
布
告
は
布
告
後
す
ぐ
に
名
古
屋
藩
に
も
た
ら
さ
れ
、
そ
の
原
本
は
「
御
布
告
御
用

（
1
）（

2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）



「
古
器
旧
物
保
存
方
」
と
名
古
屋
藩

三
四

留　

二
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
・
挿
図
1
）に
綴
じ
ら
れ
現
存
す
る
。
同
布
告
と
共
に
綴

じ
ら
れ
た
書
付
に
は
以
下
の
通
り
あ
る
。

【
史
料
一
】

家
令
江

　

遂
吟
味
美
濃
帋
竪
帳
ニ
取
調
奉

　

伺
候
上
、
七
月
中
差
出
之
事

　
　

但

　
　

権
知
事
□
家
令
江
茂
通
達
之
事

　
　

六
月

太
政
官
ゟ
被

仰
出
候
別
紙
御
書
付
一
数
相
渡
候
、
藩
士

卒
末
々
迄
、
此
旨
相
心
得
、
品
目
并
所
蔵

人
名
と
も
其
懸
り
〳
〵
に
お
い
て
取
束
、
美
濃

帋
竪
帳
ニ
相
記
、
七
月
中
可
差
出
事

　
　

七
月

こ
の
書
付
に
よ
れ
ば
、
名
古
屋
藩
で
は
藩
士
卒
ま
で
が
同
布
告
の
内
容
を
心
得
、
各

係
で
人
名
等
を
と
り
ま
と
め
七
月
中
に
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
結
果
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
る
予
定
の
同
年
七
月
、
廃
藩
置
県
が
行
わ
れ

た
。
名
古
屋
藩
か
ら
目
録
は
提
出
さ
れ
ず
、
同
五
年
一
月
に
な
っ
て
一
部
の
取
調
結
果

が
名
古
屋
県
か
ら
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
時
提
出
さ
れ
た
の
が「
宝
物
調
書
」中
の
二
冊
、

「
古
器
旧
物
品
目
書
／
社
家
之
分
」（
以
下
「
社
家
品
目
書
」
と
呼
ぶ
、
表
1
─
1
）、「
古
器

旧
物
品
目
書
／
寺
院
并
修
験
之
分
」（
以
下
「
寺
院
品
目
書
」
と
呼
ぶ
、
表
1
─
2
）と
考
え

（
8
）

挿図1　「御布告御用留 二」徳川林政史研究所蔵

ら
れ
る
。
し
か
し
、
同
布
告
に
対
し
て
名
古
屋
藩
御
道
具
掛
が
準
備
し
て
い
た
「
御
名

物
及
古
器
物
目
録
」（
徳
川
美
術
館
蔵
、
什
器
古
帳
33
）は
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
推
定
さ

れ
る
。

本
論
で
は
、
現
在
残
さ
れ
た
史
料
か
ら
判
明
す
る
同
布
告
に
対
す
る
名
古
屋
藩
の
取

調
の
記
録
を
通
じ
て
、
同
布
告
の
意
義
と
役
割
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
る
。



「
古
器
旧
物
保
存
方
」
と
名
古
屋
藩

三
五

一　
「
府
県
宝
物
調
書
類
」
か
ら
み
る
「
古
器
旧
物
保
存
方
」

東
京
国
立
博
物
館
蔵
の
「
宝
物
調
書
」（
表
1
・
表
は
文
末
に
掲
載
）に
は
、
①
明
治
四

年（
一
八
七
一
）の
辛
未
検
査（
同
布
告
）、
②
同
五
年
の
壬
申
検
査
、
③
同
九
年
の
二
府
六

県
宝
物
目
録
、
④
府
県
博
覧
会
列
品
目
録
の
四
種
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る

が
、
全
容
は
未
解
明
で
あ
る
。
府
県
博
覧
会
列
品
目
録（
表
1　

38
〜
45
）は
表
題
か
ら
内

容
の
判
別
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
他
府
県
別
の
冊
子
、
多
数
の
府
県
か
ら
の
書
類
が

綴
じ
込
ま
れ
た
冊
子
や
寺
社
名
を
表
題
と
す
る
冊
子
も
あ
り
、
表
題
に
も
並
び
順
に
も

一
貫
性
が
な
い
。
そ
の
内
容
の
解
明
に
は
四
十
五
冊
の
目
録
を
十
分
に
検
討
す
る
必
要

が
あ
り
、
容
易
な
作
業
で
は
な
い
。

吉
野
俊
哉
は
「
宝
物
調
書
」
の
内
、
堺
県
・
鶴
牧
県
・
飾
磨
県
・
名
古
屋
県
・
福
岡

県
の
報
告
が
同
布
告
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。
同
布
告
以
降
、「
公

立
諸
学
校
等
取
調
」（
文
部
省
告
示
第
七
号
、
明
治
四
年
十
一
月
）、「
大
蔵
省
取
調
」（
太
政
官

布
告
第
八
八
号
、
明
治
五
年
三
月
十
八
日
）、「
陸
軍
省
取
調
」（
太
政
官
布
告
第
八
九
号
、
同

上
）、「
華
族
宝
物
検
査
」（
明
治
五
年
四
月
九
日
）、「
壬
申
検
査
」
が
相
次
い
で
実
施
さ
れ

る
が
、
文
部
省
宛
の
報
告
書
の
多
く
が
「
大
蔵
省
取
調
」
以
前
に
遡
り
、
使
用
用
語
が

同
布
告
の
文
言
に
類
似
す
る
理
由
に
よ
る
。

「
宝
物
調
書
」
に
は
明
治
四
、
五
年
に
文
部
省
に
宛
て
た
報
告
と
し
て
、
飯
野
県
・

鶴
牧
県
・
飾
磨
県
・
福
岡
県
・
名
古
屋
県
の
五
県
の
報
告
が
あ
る
。
報
告
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

【
史
料
二
】
飯
野
県
報
告

〇
貞
元
親
王
御
所
持
品
と
申
伝
候
駅
路
之
鈴
、
別
紙
之
通
御
届

管
内
上
総
国
周
准
郡
貞
元
村
年
寄
一
同
ニ
而
往
古
よ
り
預
居
候
貞
元
親
王
御
所
持

之
品
と
申
伝
候
駅
路
之
鈴
、
別
紙
図
面
之
通
申
出
候
、
右
之
外
管
内
古
器
類
一
切

無
御
座
候
、
此
段
御
届
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　

辛
未
九
月
八
日　

飯
野
県

　
　
　
　
　
　

文
部
省
御
中

【
史
料
三
】
鶴
牧
県
報
告

〇
古
器
旧
物
御
届

古
器
旧
物
之
儀
ニ
付
御
達
之
趣
御
座
候
ニ
付
、
当
県
管
内
え
布
告
仕
候
処
、
左
之

通
申
出
候

　
　
（
目
録
省
略
）

右
之
外
古
器
所
持
之
者
無
御
座
候
、
此
段
御
届
申
上
候

　
　
　
　
　
　

 

辛
未
十
月　

鶴
牧
県

　
　
　
　
　
　

 

文
部
省
御
中

【
史
料
四
】
飾
磨
県
報
告

〇
飾
磨
県

元
安
志
県
旧
器
物
之
儀
ニ
付
御
届　
　

飾
磨
県

先
般
依
御
達
古
器
物
取
調
候
処
、
元
安
志
県
下
一
切
無
之
候
条
、
此
段
御
届
申
上
候

　
　
　
　
　
　

 

辛
未
十
二
月
廿
三
日　

飾
磨
県

　
　
　
　
　
　

 

文
部
省
御
中

別
紙
御
届
書
、
旧
臘
本
県
よ
り
差
越
候
条
御
用
仕
舞
ニ
付
、
則
今
日
進
達
仕
候

　
　
　
　
　
　

 

壬
申
正
月
十
八
日　

飾
磨
県

　
　
　
　
　
　

 
文
部
省
御
中

（
9
）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）



「
古
器
旧
物
保
存
方
」
と
名
古
屋
藩

三
六

【
史
料
五
】
福
岡
県
報
告

〇
古
器
物
書
上　
　

福
岡
県

　
　
（
目
録
省
略
）

兼
而
御
達
御
坐
候
管
内
古
器
旧
物
取
調
書
壱
冊
奉
差
上
候
也

　
　
　
　
　
　

 
壬
申
正
月
廿
七
日　

福
岡
県

　
　
　
　
　
　

 

文
部
省
御
中

【
史
料
六
】
名
古
屋
県
報
告（
挿
図
2
）

〇
古
器
旧
物
品
目
并
所
蔵
人
名
御
届　

名
古
屋
県

古
器
旧
物
品
目
并
所
蔵
人
名
委
詳
記
載
シ
可
差
出
旨
、
去
未
五
月
御
達
之
趣
有
之

候
付
、
元
名
古
屋
県
お
い
て
管
下
之
分
吟
味
之
上
、
為
相
達
、
則
別
紙
旧
臘
相
廻

申
候
間
右
弐
数
御
届
申
上
候
以
上

　
　
　
　
　
　

 

壬
申
正
月　

名
古
屋
県

　
　
　
　
　
　

 

文
部
省
御
中

飯
野
県
は
同
四
年
九
月
、
鶴
牧
県
は
同
年
十
月
、
飾
磨
県
・
福
岡
県
・
名
古
屋
県
は

同
五
年
正
月
の
提
出
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
「
大
蔵
省
取
調
」
の
布
告
前
で
あ
り
、
且
つ

内
容
的
に
も
「
公
立
諸
学
校
等
取
調
」
に
は
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
上
記
五
県
は
同

布
告
に
対
す
る
返
答
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
同
四
年
十
一
月
の
年
記
の
あ
る
堺
県
の

「
古
器
旧
物
并
所
蔵
人
名
取
調
書
」
に
は
提
出
先
は
記
さ
れ
な
い
が
、
吉
野
の
指
摘
通

り
同
布
告
に
対
す
る
目
録
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
ま
た
提
出
時
期
が
同
五
年
七
月
と

遅
い
も
の
の
足
柄
県
も
ま
た
同
布
告
の
返
書
の
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
「
宝
物
調

書
」
に
は
、
同
布
告
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
目
録
は
こ
れ
以
上
確
認
す

（
14
）

る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
宝
物
調
書
」
中
に
伝
わ
る
同
布
告
へ
の
報
告
は
以
上
七
県
と

考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
下
、「
宝
物
調
書
」
中
に
み
ら
れ
る
名
古
屋
県
の
返
書（
史
料
六
）に
つ
い
て
確
認

す
る
。
同
五
年
正
月
に
名
古
屋
県
が
文
部
省
に
送
付
し
た
送
り
状
は
「
宝
物
調
書　

額

田
県
、
岐
阜
県
長
瀧
寺
及
同
白
山
神
社
」（
表
1
─
11
、
以
下
「
額
田
県
冊
子
」
と
呼
ぶ
）に

綴
じ
込
ま
れ
る
。「
額
田
県
冊
子
」
に
は
名
古
屋
県
・
額
田
県
・
岐
阜
県
・
滋
賀
県
の

さ
ま
ざ
ま
な
目
録
が
合
冊
さ
れ
、
名
古
屋
県
の
記
録
は
前
記
送
り
状
の
み
で
あ
る
。
額

田
県
は
、
三
河
と
尾
張
知
多
郡
を
管
轄
す
る
た
め
に
同
四
年
十
一
月
十
五
日
に
設
置
さ

れ
、
同
五
年
十
一
月
二
十
七
日
に
愛
知
県
に
合
併
さ
れ
、
以
降
は
同
じ
愛
知
県
に
属
す

る
。「
宝
物
調
書
」
に
は
他
に
愛
知
県
の
目
録
が
十
八
冊
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
提
出
時

の
姿
と
考
え
ら
れ
、
提
出
後
に
綴
じ
ら
れ
た
冊
子
で
は
な
い
。
他
に
綴
じ
る
の
に
適
し

た
冊
子
が
な
い
こ
と
か
ら
、
同
じ
愛
知
県
に
属
す
る
額
田
県
を
含
む
こ
の
冊
子
に
綴
じ

込
ま
れ
た
と
考
え
る
。
ま
た
送
り
状
に
記
さ
れ
る
別
紙
「
弐
数
」
と
は
、「
宝
物
調
書
」

の
別
冊
と
し
て
伝
来
す
る
「
寺
院
品
目
書
」「
社
家
品
目
書
」
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

「
寺
院
品
目
書
」（
挿
図
3
）と
「
社
家
品
目
書
」（
挿
図
4
）の
表
紙
右
上
に
は
い
ず
れ
も

「
辛
未
」（
同
四
年
）の
朱
書
が
あ
り
、「
寺
院
品
目
書
」
は
「
寺
院
并
修
験
之
分
／
古
器

旧
物
品
目
書
／
元
／
名
古
屋
県
」
と
あ
り
六
十
八
丁
、「
社
家
品
目
書
」
は
「
社
家
之

分
／
古
器
旧
物
品
目
書
／
元
／
名
古
屋
県
」
と
あ
り
二
十
八
丁
で
あ
る
。
体
裁
・
表
題

の
筆
跡
な
ど
か
ら
送
り
状
と
二
冊
で
一
揃
と
目
さ
れ
る
。
表
紙
に
記
さ
れ
た
「
元
」
が

「
名
古
屋
県
」
と
行
を
変
え
て
記
さ
れ
る
の
は
、
名
古
屋
県
が
同
五
年
四
月
二
日
に
愛

知
県
に
改
称
す
る
の
を
承
け
て
「
元
」
を
追
記
し
た
と
想
像
さ
れ
る
。「
辛
未
」
の
朱

書
も
ま
た
追
記
と
考
え
ら
れ
、
堺
県
「
古
器
旧
物
并
所
蔵
人
名
取
調
書
」（
表
1
─
3
）や

同
年
五
月
に
愛
知
県
か
ら
大
蔵
省
に
提
出
さ
れ
た
「
貯
蔵
宝
物
銘
書
」（
表
1
─
8
）の
表

紙
に
記
さ
れ
た
「
壬
申
」
と
同
筆
で
あ
り
、
後
年
に
な
っ
て
加
筆
さ
れ
た
と
考
え
る
。
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挿図2 　「古器旧物品目并人名御
届/名古屋県」東京国立博物館蔵　
Image: TNM Image Archives

挿図3 　「古器旧物品目書/寺院并
修験之分　表紙」東京国立博物館蔵　
Image: TNM Image Archives

挿図4　「古器旧物品目書/社家之分　
表紙」東京国立博物館蔵　
Image: TNM Image Archives

「
寺
院
品
目
書
」
に
は
浄
土
真
宗
東
本
願
寺
の
末
寺
・
土
方
浄
念
寺（
愛
知
郡
名
古
屋

吉
田
町
、
以
下
地
名
表
記
は
「
寺
院
品
目
書
」「
社
家
品
目
書
」
の
記
載
に
よ
る
）、
臨
済
宗
妙

心
寺
末
寺
総
見
寺（
愛
知
郡
名
古
屋
）を
は
じ
め
二
十
四
の
寺
院
、
十
六
の
修
験
道
寺
院

の
古
器
物
目
録
が
綴
じ
ら
れ（
表
2
）、「
社
家
品
目
書
」
に
は
熱
田
神
宮
・
真
清
田
神

社（
中
嶋
郡
）を
は
じ
め
と
す
る
十
四
の
神
社
か
ら
の
十
三
の
古
器
物
目
録
が
収
め
ら
れ

る（
表
3
）。
目
録
に
は
各
寺
社
に
お
け
る
取
調
の
責
任
者
で
あ
ろ
う
元
住
職
・
宮
司
や

元
神
主
等
の
氏
名
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
辛
未
六
月
か
ら
八
月
の
年
記
が
あ
る
。「
社
家

品
目
書
」
に
は
宛
先
の
記
載
が
一
切
な
い
が
、「
寺
院
品
目
書
」
の
誓
願
寺（
愛
知
郡
熱

田
）は
「
名
古
屋
御
藩
庁
社
寺
御
掛
り
」
宛
、
法
輪
寺（
春
日
井
郡
大
森
村
）・
漸
東
寺（
春

日
井
郡
矢
田
邑
）・
法
海
寺（
知
多
郡
平
井
村
）の
目
録
は
「
名
古
屋
県
社
寺
御
掛
」
宛
と
し

て
い
る
。
誓
願
寺
は
同
四
年
六
月
の
提
出
で
あ
り
廃
藩
置
県
前
で
あ
っ
た
た
め
名
古
屋

藩
宛
で
あ
っ
た
が
、
漸
東
寺
・
法
海
寺
は
七
月
、
法
輪
寺
は
八
月
の
年
記
が
あ
り
廃
藩

置
県
後
の
提
出
で
あ
っ
た
た
め
名
古
屋
県
宛
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
目
録
に
は

高
賀
神
社（
美
濃
国
武
儀
郡
高
賀
村
）・
八
幡
神
社（
同
土
岐
郡
日
吉
南
垣
外
村
）・
八
幡
霊
元

神
社（
同
可
児
郡
顔
戸
村
）・
野
見
神
社
・
兵
主
神
社（
以
上
、
三
河
国
加
茂
郡
牛
野
村
）・
長

福
寺
・
興
禅
寺（
以
上
、
信
濃
国
筑
摩
郡
福
嶋
村
）と
い
っ
た
旧
尾
張
藩
領
の
飛
地
の
寺
社

が
含
ま
れ
る
。
伊
那
郡
は
同
年
十
一
月
に
筑
摩
県
の
管
轄
へ
と
変
更
と
な
る
の
を
は
じ

め
、
廃
藩
置
県
以
降
飛
地
の
整
理
は
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
さ
に
廃
藩
置

県
の
過
渡
期
に
、
こ
れ
ら
の
目
録
は
名
古
屋
藩
社
寺
掛
と
名
古
屋
県
社
寺
掛
に
提
出
さ

れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

冒
頭
で
述
べ
た
通
り
、
名
古
屋
藩
で
は
同
年
七
月
中
の
と
り
ま
と
め
を
目
指
し
た
こ

と
か
ら
、
同
布
告
到
着
後
す
ぐ
に
社
寺
掛
は
管
轄
地
域
の
社
寺
に
通
知
し
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
返
書
が
集
ま
ら
な
い
段
階
で
、
七
月
十
四
日
の
廃
藩
置
県
に
よ
り
名
古
屋
藩

は
廃
止
さ
れ
、
名
古
屋
藩
二
代
藩
知
事
で
あ
る
徳
川
慶
勝（
一
八
二
四
〜
八
三
）は
免
官

（
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と
な
っ
た
。
名
古
屋
藩
は
名
古
屋
県
と
な
り
、
提
出
さ
れ
て
い
た
目
録
は
名
古
屋
藩
社

寺
掛
か
ら
名
古
屋
県
社
寺
掛
に
引
き
継
が
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
法
輪
寺
・
漸
東
寺
・

法
海
寺
は
廃
藩
後
に
名
古
屋
県
宛
に
目
録
を
提
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
名
古
屋
県
で
は

十
一
月
ま
で
は
大
参
事
丹
羽
賢（
一
八
四
六
〜
七
八
）の
下
、
こ
れ
ま
で
通
り
事
務
取
扱

を
行
う
こ
と
が
命
じ
ら
れ
、
そ
の
後
も
元
尾
張
藩
士
で
あ
る
間
島
冬
道（
一
八
二
七
〜

九
〇
）が
参
事
と
し
て
名
古
屋
県
を
率
い
た
。
十
二
月
八
日
と
な
っ
て
名
古
屋
県
令
に
井

関
盛
艮（
一
八
三
三
〜
九
〇
）が
任
命
さ
れ
た
が
、
赴
任
は
さ
ら
に
遅
れ
翌
年
二
月
で
あ
っ

た
。
同
四
年
六
月
か
ら
八
月
に
は
集
ま
っ
て
い
た
目
録
の
文
部
省
へ
の
提
出
が
同
五
年

正
月
と
な
っ
た
の
は
、
新
た
な
県
令
の
任
命
を
待
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の

状
況
か
ら
み
て
、「
寺
院
品
目
書
」「
社
家
品
目
書
」
が
「
額
田
県
目
録
」
に
あ
る
送
り

状
と
共
に
同
五
年
正
月
に
名
古
屋
県
か
ら
文
部
省
に
提
出
さ
れ
た
と
推
測
す
る
。

「
寺
院
品
目
書
」「
社
家
品
目
書
」
中
の
各
目
録
は
、
多
く
が
同
布
告
の
部
類
名
で
分

類
さ
れ
る
。
熱
田
神
宮
は
同
布
告
の
三
十
一
の
分
類
名
す
べ
て
を
記
し
、
該
当
す
る
物

品
の
な
い
項
目
に
つ
い
て
は
「
右
者
無
御
座
候
」
と
記
し
つ
つ
、
百
六
十
二
点
を
掲
載

す
る（
表
4
）。
し
か
し
十
点
以
上
の
古
器
物
を
記
す
の
は
、
神
社
で
は
津
島
神
社（
海
東

郡
）が
七
十
五
点
、
真
清
田
神
社
が
十
二
点
、
高
賀
神
社
が
十
一
点
の
計
四
社
、
寺
院

で
は
妙
興
寺（
中
嶋
郡
妙
興
寺
村
）が
七
十
二
点
、
密
蔵
院（
春
日
井
郡
野
田
村
）が
二
十
六

点
、
宝
寿
院（
海
東
郡
津
嶋
）・
岩
屋
寺（
知
多
郡
岩
屋
寺
村
）が
十
九
点
、
長
福
寺
が
十
五

点
、
興
禅
寺
が
十
点
の
六
寺
で
あ
る
。

先
述
し
た
通
り
、
目
録
に
古
器
物
を
掲
載
す
る
神
社
は
十
四
社
、
寺
院
は
四
十
寺
の

み
で
あ
る（
表
2
・
3
）。
同
三
年
八
月
二
十
四
日
、
名
古
屋
藩
は
民
部
省
に
支
配
所
の

神
社
数
を
弁
官
宛
に
伝
え
て
い
る
が
、
そ
の
数
は
尾
張
─
三
千
百
五
十
六
社
、
美
濃
─

千
四
百
六
十
三
社
、
信
濃
─
二
百
七
十
六
社
、
近
江
─
二
十
三
社
、
摂
津
─
二
社
、
三

河
─
五
十
八
社
で
あ
る
。
計
五
千
社
弱
存
在
し
た
神
社
か
ら
の
報
告
と
し
て
は
数
が
少

（
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な
す
ぎ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
「
寺
院
品
目
書
」
に
は
、
数
多
く
の
古
器
物
を

伝
え
る
尾
張
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
建
中
寺
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
寺
院
や
、
後
に
全
国

宝
物
取
調
局
か
ら
少
な
く
と
も
十
五
点
の
鑑
査
状
を
得
た
明
眼
院（
海
東
郡
）の
名
前
も

な
い
。

同
五
年
一
月
、
名
古
屋
県
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
こ
れ
を
提
出
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
同
四
年
十
二
月
に
県
令
に
任
命
さ
れ
た
井
関
盛
艮
の
も
と
、
名
古
屋
県
社
寺
掛
が

改
め
て
取
調
を
実
施
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
こ
に
綴
じ
ら
れ
た
目
録
は
い
ず
れ

も
廃
藩
前
の
名
古
屋
藩
社
寺
掛
の
命
に
応
じ
て
廃
藩
置
県
前
後
の
期
間
に
寺
社
か
ら
提

出
さ
れ
た
目
録
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
他
府
県
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
飾
磨
県
が
安
志
県
の
器
物
に
つ
い
て
報

告
し
、
足
柄
県
も
韮
山
県
に
提
出
さ
れ
た
目
録
を
送
付
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
取
調

は
廃
藩
置
県
後
の
府
県
に
よ
る
取
調
で
は
な
く
、
廃
藩
置
県
前
の
府
藩
県
の
取
調
内
容

の
報
告
で
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て
同
布
告
に
対
し
て
返
答
し
た
七
県
の
報

告
は
、
い
ず
れ
も
管
轄
地
域
全
体
を
網
羅
す
る
内
容
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
十
分
な
も
の

で
は
な
い
。
飾
磨
県
は
第
一
次
府
県
統
合
に
よ
り
明
石
県
・
赤
穂
県
・
安
志
県
・
小
野

県
・
龍
野
県
・
林
田
県
・
姫
路
県
・
三
日
月
県
・
三
草
県
・
山
崎
県
が
統
合
し
て
成
立

し
た
県
で
あ
る
が
、
安
志
県（
播
磨
国
宍
粟
郡
周
辺
、
旧
安
志
藩
）の
古
器
物
取
調
の
報
告

と
し
て
「
一
切
無
之
」
と
伝
え
る
の
み
で
あ
る（
史
料
四
）。
ま
た
飯
野
県
も
「
貞
元
親

王
御
所
持
品
」
に
つ
い
て
の
み
報
告
す
る（
史
料
二
）。
名
古
屋
県
と
堺
県
は
独
立
し
た

目
録
を
提
出
す
る
が
、
福
岡
県
の
目
録
は
二
十
丁
、
鶴
牧
県
は
三
丁
に
過
ぎ
な
い
。

同
布
告
は
ど
れ
だ
け
機
能
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
宝
物
目
録
」
に
あ
る
同
布
告
に

対
す
る
返
書
は
七
県
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
七
県
も
十
分
な
目
録
は
提
出
で
き
て
い
な
い
。

同
四
年
七
月
に
三
府
三
百
二
県
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
返
答
を
寄
せ
た
七
県
は
当

時
の
府
県
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
満
た
な
い
。
他
に
提
出
さ
れ
た
目
録
が
過
去
に
存
在
し

（
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た
可
能
性
は
あ
る
が
、
現
在
の
「
宝
物
目
録
」
か
ら
は
、
同
布
告
が
十
分
な
成
果
を
得

な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二　

尾
張
家
御
道
具
掛
と
「
御
名
物
及
古
器
物
目
録
」

明
治
初
期
、
尾
張
徳
川
家（
以
下
「
尾
張
家
」
と
呼
ぶ
）の
家
政
制
度
は
何
度
と
な
く
変

更
さ
れ
た
。
同
二
年（
一
八
六
九
）正
月
に
は
家
知
事
・
副
家
知
事
の
任
免
記
録
が
あ
る

が
同
年
十
一
月
家
知
事
は
家
令
に
、
翌
月
副
家
知
事
は
家
扶
頭
取
と
改
め
ら
れ
、
同
四

年
三
月
に
は
家
令
・
家
扶
・
家
扶
出
仕
・
一
等
家
従
・
二
等
家
従
と
い
っ
た
制
度
と

な
っ
た
も
の
の
、
翌
年
廃
止
さ
れ
再
び
同
八
年
に
復
帰
す
る
と
い
っ
た
経
過
を
た
ど

る
。
職
制
も
ま
た
度
々
変
化
し
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
同
三
年
以
降
、「
御
道
具
懸

（
掛
）」（

以
下
「
御
道
具
掛
」
と
記
す
）の
存
在
が
確
認
で
き

る
。江

戸
時
代
か
ら
名
古
屋
城
を
中
心
に
道
具
の
管
理
が
な
さ
れ
て
い
た
尾
張
家
で
は
、

幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
不
用
と
な
っ
た
道
具
は
随
時
江
戸
か
ら
名
古
屋
に
返
送

さ
れ
て
い
た
。
版
籍
奉
還
以
降
も
名
古
屋
城
で
は
、
本
丸
天
守
に
保
管
さ
れ
た
「
御
大

切
物
」
を
は
じ
め
、
本
丸
・
二
の
丸
の
各
土
蔵
や
城
外
の
関
係
寺
社
の
宝
蔵
な
ど
に
、

江
戸
時
代
と
変
わ
ら
ず
道
具
が
保
管
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
管
理
は
幕
末

の
嘉
永
二
年（
一
八
四
九
）頃
に
は
御
城
代
・
御
天
守
鍵
奉
行
・
御
具
足
奉
行
・
御
納
戸

御
腰
物
方
・
御
納
戸
御
呉
服
方
・
御
数
寄
屋
方
・
御
細
工
方
・
御
手
筒
方
・
御
小
納
戸

方
と
い
っ
た
様
々
な
役
所
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
。
明
治
に
入
り
、
こ
れ
ら
の
道
具
を

ま
と
め
て
管
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
「
御
道
具
掛
」
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

御
道
具
掛
の
位
置
づ
け
は
わ
か
ら
な
い
が
、
同
十
五
年
七
月
に
制
定
さ
れ
た
「
家

職
々
務
章
程
」
に
は
什
器
係
の
職
務
が
記
さ
れ
る
。「
什
器
匣
筐
」
の
封
印
は
家
令
が

保
管
し
、
什
器
係
は
「
一
切
ノ
蔵
品
ヲ
簿
冊
ニ
明
記
シ（
中
略
）風
入
ヲ
要
ス
ル
諸
品
ハ

年
々
一
回
取
斗
」
い
、
ま
た
「
修
補
等
ニ
心
付
タ
ル
儀
ハ
速
ニ
令
扶
に
開
申
ス
ヘ
シ
」

と
あ
る
。
什
器
係
の
前
身
と
考
え
ら
れ
る
御
道
具
掛
も
ま
た
、
尾
張
家
所
蔵
の
道
具
の

管
理
を
中
心
と
し
て
、
家
令
・
家
扶
の
指
示
下
に
道
具
の
取
調
等
を
行
っ
て
い
た
と
推

測
さ
れ
る
。

こ
の
御
道
具
掛
の
一
人
で
あ
る
小
出
清
次
郎
に
、
同
四
年
六
月
二
十
九
日
、
太
政
官

か
ら
の
「
古
器
類
所
持
之
分
書
出
方
」
に
つ
い
て
話
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
る
。

【
史
料
七
】「
明
治
三
年
正
月
よ
り
日
記
」
明
治
四
年
六
月
二
十
九
日
条（
挿
図
5
）

同
（
晴
）同

（
六
月
）

　

廿
九
日　

小
出

太
政
官
よ
り
被

仰
出
候
付
、
古
器
類
所
持
之
分
書
出
方
ニ
付
、
家
扶
衆

よ
り
談
有
之
候
付
、
夫
々
取
調
方
取
斗
申
候
、
い
さ
ゐ

は
御
評
決
之
上
、
書
記
い
た
し
候
事
、

こ
の
指
示
に
基
づ
き
、
御
道
具
掛
は
同
布
告
に
対
す
る
尾
張
家
所
蔵
品
を
報
告
す
る

目
録
を
準
備
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
「
御
名
物
及
古
器
物
目
録
」（
以
下
「
尾
張
家

古
器
物
目
録
」
と
呼
ぶ
・
挿
図
6
）は
そ
の
目
録
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
尾
張
家
古
器
物
目
録
」
は
、
前
半
十
二
丁
は
「
御
届　

御
名
物
及
古
器
物
記
」（
以

下
「
前
半
目
録
」
と
呼
ぶ
）、
後
半
十
四
丁
は
「
御
名
物　

古
器
旧
物
」（
以
下
「
後
半
目
録
」

と
呼
ぶ
）と
題
す
る
、
紙
も
異
な
る
二
冊
の
目
録
が
合
冊
さ
れ
、
い
ず
れ
に
も
同
じ

六
十
八
点
の
尾
張
家
伝
来
品
を
掲
載
す
る
。

「
前
半
目
録
」
で
は
尾
張
家
伝
来
品
は
「
古
武
器
之
部
」・「
名
物
之
部
」・「
古
器
物

（
25
）

（
26
）

（
27
）

（
28
）

（
29
）



「
古
器
旧
物
保
存
方
」
と
名
古
屋
藩

四
〇

之
部
」
の
三
分
類
、「
後
半
目
録
」
で
は
「
古
武
器
之
部
」・「
古
書
画
之
部
」・「
楽
器

之
部
」・「
文
房
諸
具
之
部
」・「
屋
内
諸
具
之
部
」・「
茶
器
香
具
花
器
之
部
」・「
外
」
の

七
分
類
に
分
類
さ
れ
る
。「
前
半
目
録
」
に
お
け
る
「
名
物
之
部
」
が
「
後
半
目
録
」

で
は
「
古
書
画
之
部
」・「
楽
器
之
部
」・「
文
房
諸
具
之
部
」・「
屋
内
諸
具
之
部
」・「
茶

器
香
具
花
器
之
部
」
に
分
か
れ
、「
古
器
物
之
部
」
は
「
外
」
と
な
っ
て
い
る
。「
外
」

を
除
く
「
後
半
目
録
」
の
部
類
名
は
い
ず
れ
も
同
布
告
に
み
ら
れ
る
名
称
で
あ
り
、
尾

張
家
で
通
常
使
用
さ
れ
る
分
類
で
は
な
い
。「
後
半
目
録
」
に
「
外
」
と
い
う
部
類
外

の
作
品
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
先
に
「
前
半
目
録
」
が
成
立
し
、
の
ち
部
類
名
に
あ

わ
せ
て
「
後
半
目
録
」
が
成
立
し
た
と
推
定
す
る
。

「
古
武
器
之
部
」
に
は
得
川
義
季
所
用
と
伝
え
る
「
十
六
間
筋
兜
」、
豊
臣
秀
吉
着
用

と
伝
え
ら
れ
て
い
た
「
花
色
日
の
丸
威
胴
丸
具
足
」、
尾
張
家
所
蔵
の
名
物
と
し
て
知

ら
れ
る
「
物
吉
貞
宗
」
や
「
鯰
尾
藤
四
郎
」
等
の
十
六
振
の
刀
剣
、「
名
物
之
部
」
に

は
藤
原
定
家
筆
と
さ
れ
る
二
点
の
「
小
倉
色
紙
」
や
虚
堂
智
愚
の
墨
蹟
の
他
、
玉
澗
筆

「
遠
浦
帰
帆
図
」、
胡
直
夫
筆
「
布
袋
図
」
を
中
幅
と
し
た
三
幅
対
、
伝
無
準
筆
「
達

磨
・
郁
山
主
・
政
黄
牛
図
」、
初
代
義
直
に
浅
野
家
か
ら
嫁
し
た
春
姫
愛
用
と
伝
え
る

「
箏　

銘 

小
町
」、
大
森
宗
勲
作
と
伝
え
る
「
一
節
切　

銘 

虚
心
」、「
盆
石　

夢
の
浮

橋
」・「
杵
の
折
花
生
」・「
曜
変
天
目
」
な
ど
、
そ
し
て
「
古
器
物
之
部
」
に
は
「
蠟
石

琴
」・「
琉
球
楽
器
」
が
掲
げ
ら
れ
る（
表
5
）。

掲
載
さ
れ
た
作
品
や
伝
来
か
ら
鑑
み
て
「
尾
張
家
古
器
物
目
録
」
が
尾
張
家
で
作
成

さ
れ
た
目
録
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
目
録
に
は
表
題
に
あ
る
「
御
届
」
し
た
年

代
や
宛
先
の
記
入
は
な
い
が
、
い
ず
れ
の
目
録
も
同
じ
八
点
の
作
品
に
後
書
き
と
考
え

ら
れ
る
同
六
年
四
月
の
移
動
記
録
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
の
成
立
と
推
定
さ
れ

る
。
廃
藩
置
県
後
の
同
四
年
八
月
五
日
、
服
部
順
治
・
小
出
清
次
郎
・
伊
東
林
作
は
引

き
続
き
御
道
具
掛
に
任
命
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
目
録
は
彼
ら
御
道
具
掛
に
よ
り
作
ら
れ

た
目
録
で
あ
ろ
う
。

明
治
政
府
に
よ
る
旧
大
名
家
の
宝
物
検
査
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
同
五
年
の
「
華
族
宝

物
検
査
」
が
知
ら
れ
て
き
た
。
野
呂
田
純
一
は
「
華
族
宝
物
検
査
」
は
同
年
四
月
九
日

太
政
官
の
沙
汰
書（
無
号
）に
は
じ
ま
る
と
し
た
。

【
史
料
八
】
沙
汰
書　

明
治
五
年
四
月
九
日

（
30
）

（
31
）

（
32
）

挿図6　「御名物及古器物目録」徳川美
術館蔵

挿図5　「明治三年正月ヨリ日記」
　明治四年六月二十九日条　徳川
美術館蔵



「
古
器
旧
物
保
存
方
」
と
名
古
屋
藩

四
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

博
覧
会
事
務
局

華
族
輩
従
来
所
持
之
物
品
中
御
国
宝
ニ
モ
可
相
成
分
ハ
、
追
テ
博
覧
場
御
取

設
ノ
上
、
御
備
ニ
モ
可
相
成
候
条
、
右
銘
書
早
々
取
調
、
為
差
出
候
様
可
取

計
事

太
政
官
は
将
来
的
に
博
物
館
を
設
立
す
る
に
あ
た
っ
て
、
華
族
が
従
来
所
持
し
て
き

た
物
品
の
内
「
御
国
宝
」
と
も
な
り
得
る
分
に
つ
い
て
、
早
々
に
取
り
調
べ
を
行
う
よ

う
博
覧
会
事
務
局
に
命
じ
た
。
同
五
年
四
月
に
な
っ
て
博
覧
会
事
務
局
は
在
京
華
族
へ

口
達
を
行
っ
た
。

【
史
料
九
】
口
達　

明
治
五
年
四
月

御
国
ニ
於
而
も
追
而
ハ
永
世
之
博
物
館
御
取
設
相
成
候
ニ
付
、
而
ハ
普
く
諸
物

品
御
取
集
可
有
之
ニ
付
、
銘
々
祖
先
以
来
伝
来
之
宝
物
重
器
を
始
め
其
の
外

珍
物
奇
品
所
持
之
族
者
不
漏
様
、
銘
書
取
調
可
差
出
、
尤
売
払
候
而
も
不
苦

品
ハ
相
当
之
代
価
を
以
御
買
上
可
相
成
候
間
、
直
段
取
調
可
差
出
、
縁
故
有

之
手
放
兼
候
品
ニ
而
博
物
館
へ
備
度
志
之
輩
ハ
其
旨
可
申
出
、
左
候
ハ
ゝ
預

リ
之
証
券
相
渡
置
有
用
之
節
ハ
下
ケ
渡
可
申
候
ニ
付
、
此
旨
相
応
心
得
、
夫
々

可
申
立
候
事

　
　
　
　

壬
申
四
月　
　
　
　
　
　
　
　

博
覧
会
事
務
局

こ
こ
で
は
先
祖
伝
来
の
「
宝
物
重
器
」
を
は
じ
め
、
そ
の
他
の
「
珍
物
奇
品
」
を
所

持
す
る
者
は
漏
ら
さ
ず
取
調
を
お
こ
な
っ
て
差
し
出
す
こ
と
。
売
り
払
っ
て
も
良
い
作

品
は
相
当
の
代
価
を
以
て
買
い
上
げ
る
、
ま
た
縁
が
あ
っ
て
手
放
し
か
ね
る
が
博
物
館

に
備
え
た
い
と
の
志
の
あ
る
者
は
そ
れ
を
申
し
出
れ
ば
、
預
か
り
証
を
渡
し
必
要
な
時

に
下
げ
渡
す
の
で
、
そ
の
旨
を
心
得
て
申
し
立
て
る
こ
と
と
あ
る
。

こ
の
口
達
の
書
類
と
返
書
を
ま
と
め
た
綴
が
「
華
族
所
持
宝
物
重
器
等
博
物
館
江
差

出
書
類
」（
同
七
年
・
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）で
あ
る
。
口
達
直
後
の
同
五
年
四
月
十
二
日
に

は
旧
上
野
国
沼
田
藩
主
・
土
岐
頼
知（
一
八
四
八
〜
一
九
一
一
）が
太
刀
や
手
鑑
・
掛
軸
等

二
十
点
の
目
録
を
提
出
、
ま
た
翌
日
に
は
旧
播
磨
国
姫
路
藩
主
・
酒
井
忠
邦（
一
八
五
四

〜
七
九
）が
八
点
を
報
告
し
て
い
る
。
早
々
に
返
信
し
た
家
も
あ
る
が
、
野
呂
田
の
指

摘
通
り
、
華
族
宝
物
調
査
の
回
答
は
限
定
的
で
あ
っ
た
。
同
年
四
月
に
返
答
を
し
た

四
十
三
家
の
内
、
所
蔵
品
を
報
告
し
た
の
は
七
家
に
留
ま
り
、
三
十
二
家
は
報
告
す
る

よ
う
な
作
品
は
な
い
と
し
、
四
家
は
す
ぐ
に
返
答
で
き
な
い
と
連
絡
し
た
。
翌
月
の
返

答
は
十
二
家
、
こ
の
内
所
蔵
品
の
報
告
は
七
家
、
六
月
の
返
答
は
五
家
、
所
蔵
品
の
報

告
は
二
家
に
留
ま
っ
た
。
博
覧
会
事
務
局
は
提
出
期
限
を
十
二
月
十
日
に
延
期
し
、
同

七
年
五
月
に
も
督
促
を
行
っ
た
が
、
同
七
年
ま
で
に
返
答
し
た
の
は
計
百
三
十
三
家
、

目
録
提
出
は
四
十
五
家
、
所
蔵
品
な
し
と
の
返
答
は
六
割
に
あ
た
る
八
十
一
家
で
あ
っ

た
。幕

末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
尾
張
家
当
主
で
あ
っ
た
十
六
代
義
宜（
一
八
五
八
〜

七
五
）は
、
同
四
年
九
月
二
十
九
日
に
名
古
屋
城
を
出
て
東
京
・
浅
草
瓦
町
邸
を
居
所

と
し
て
お
り
、
在
京
華
族
と
し
て
こ
の
口
達
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
尾
張
家
は
こ

の
口
達
に
応
じ
て
目
録
を
提
出
し
た
。

【
史
料
十
】
徳
川
義
宜
送
状（
挿
図
7
）

祖
先
以
来
伝
来
之
宝
物
重
器
を
初
銘
書
取
調
可
差
出
旨
等
先
達
而
御
達
之
趣

有
之
候
処
、
名
古
屋
表
よ
り
未
タ
取
寄
不
申
、
随
而
品
数
等
此
表
ニ
而
不
相

分
候
付
名
古
屋
表
江
申
遣
、
右
銘
書
差
越
申
候
付
、
右
一
冊
差
出
申
候
也

　
　
　
　

明
治
六
年
二
月 

第
六
大
区
七
小
区　
　
　　
　
　
　

（
33
）

（
34
）

（
35
）



「
古
器
旧
物
保
存
方
」
と
名
古
屋
藩

四
二

華
族　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　

従
三
位
徳
川
義
宜（
黒
印
）　　

未
だ
祖
先
伝
来
の
「
宝
物
重
器
」
は
東
京
に
取
り
寄
せ
て
お
ら
ず
、
名
古
屋
か
ら
送

付
さ
れ
た
目
録
を
差
し
出
す
と
あ
り
、表
紙
に
「
古
器
旧
物
目
録　

従
三
位
徳
川
義
宜
」

の
墨
書
の
あ
る
、
八
丁（
表
紙
を
含
む
）の
目
録（
挿
図
8
、
以
下
、「
尾
張
家
華
族
宝
物
検
査

目
録
」
と
呼
ぶ
）が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
内
容
は
「
尾
張
家
古
器
物
目
録
」
と
同
一
で
は

な
く
、「
古
武
器
之
部
」
か
ら
十
一
点
を
除
い
た
五
十
七
点
の
目
録
で
あ
る
。
削
除
さ

れ
た
の
は
「
池
田
正
宗
」
を
は
じ
め
と
す
る
刀
剣
九
振
、「
外
」
の
部
類
と
な
っ
て
い

た
「
蠟
石
琴
」
と
「
琉
球
楽
器
」
の
二
点
で
あ
る
。
目
録
は
「
後
半
目
録
」
と
同
様
「
古

器
旧
物
保
存
方
」
の
部
類
名
称
「
古
武
器
之
部
」・「
古
書
画
之
部
」・「
楽
器
之
部
」・「
文

房
諸
具
之
部
」・「
屋
内
諸
具
之
部
」・「
茶
器
香
具
花
器
之
部
」
の
六
部
に
分
類
さ
れ
て

い
る
。

「
華
族
宝
物
検
査
」
で
は
「
祖
先
以
来
伝
来
之
宝
物
重
器
を
始
め
其
の
外
珍
物
奇
品
」

の
報
告
が
求
め
ら
れ
、「
古
器
旧
物
」
と
い
う
用
語
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
博
覧
会

事
務
局
に
提
出
さ
れ
た
四
十
五
家
の
目
録
の
内
、
尾
張
家
の
よ
う
に
「
古
器
旧
物
保
存

方
」
の
分
類
が
使
用
さ
れ
た
例
は
皆
無
で
あ
る
。「
尾
張
家
華
族
宝
物
検
査
目
録
」
の

表
紙
に
は
「
古
器
旧
物
目
録
」
と
あ
り
、
同
布
告
の
分
類
を
使
用
す
る
の
は
、「
古
器

物
目
録
」
ま
た
は
そ
の
類
品
を
元
に
調
製
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
尾
張
家
華
族
宝
物
検
査
目
録
」
は
博
覧
会
・
博
物
館
へ
の
出
品
を
念
頭
に
「
尾
張

家
古
器
物
目
録
」
を
一
部
抜
粋
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。「
華
族
宝
物
検
査
」
の
目
録
に

は
な
い
「
吉
見
左
文
字 

刀
」
に
つ
い
て
は
義
宜
の
父
・
慶
勝
の
所
用
で
あ
り
、「
池
田

正
宗
」
は
当
時
の
当
主
で
あ
る
義
宜
所
用
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
博
覧
会
に
供
す
べ
き
品

で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

（
36
）

（
37
）

挿図7　「華族所持宝物重器等博物館江差出
書類　徳川義宜書状　明治六年二月」東京国
立博物館蔵　Image: TNM Image Archives

挿図8　「華族所持宝物重器等博物館江差出書
類　古器旧物目録　表紙」東京国立博物館蔵　
Image: TNM Image Archives



「
古
器
旧
物
保
存
方
」
と
名
古
屋
藩

四
三

以
上
か
ら
「
華
族
宝
物
検
査
」
以
前
に
尾
張
家
に
、「
尾
張
家
古
器
物
目
録
」
の
よ

う
な
同
布
告
の
提
出
目
的
で
作
ら
れ
た
目
録
が
存
在
し
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
改
め
て
同
布
告
を
見
直
す
な
ら
ば
、
同
布
告
は
「
各
地
方
ニ
於
テ

歴
世
蔵
貯
致
シ
居
候
古
器
旧
物
類
」
の
報
告
を
求
め
て
お
り
、
そ
の
所
蔵
品
は
社
寺
に

限
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。「
品
目
並
ニ
所
蔵
人
名
委
細
記
載
シ
其
官
庁
ヨ
リ
」
差
し

出
す
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
廃
藩
前
で
あ
れ
ば
そ
の
地
域
を
管
轄
す
る
旧
大
名
家
も
当

然
そ
の
対
象
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
廃
藩
置
県
に
よ
り
同
布
告
の
返
書
の
提
出
は
藩
か
ら
県
に
移
行
し
た
。
名
古

屋
藩
社
寺
掛
は
名
古
屋
県
に
移
行
し
た
が
、
御
道
具
掛
は
名
古
屋
県
に
移
行
し
な
か
っ

た
。
藩
知
事
を
免
官
と
な
り
東
京
ヘ
の
移
住
を
求
め
ら
れ
る
混
乱
の
中
で
、
提
出
さ
れ

た
寺
社
の
取
調
記
録
だ
け
が
県
社
寺
掛
に
引
き
継
が
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
、

御
道
具
掛
が
準
備
し
た
同
布
告
に
対
す
る
目
録
は
、
提
出
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
留

め
置
か
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
廃
藩
置
県
に
よ
り
、
旧
大
名
家
は
明
治
政
府
に
所

蔵
品
の
報
告
を
す
る
必
要
性
を
失
い
、
ま
た
明
治
政
府
も
旧
大
名
家
に
伝
わ
る
大
名
道

具
を
把
握
す
る
機
会
を
失
っ
た
と
考
え
る
。

三　
「
古
器
旧
物
保
存
方
」
の
企
図
と
役
割

同
布
告
は
ど
の
よ
う
な
企
図
の
元
に
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
布
告
前
年
の
明

治
三
年
七
月
二
十
八
日
、
明
治
政
府
は
府
藩
県
及
び
仏
教
各
宗
本
山
・
触
頭
寺
院
に
、

各
寺
院
の
敷
地
・
檀
家
・
塔
頭
・
元
朱
印
地
高
・
除
地
高
等
を
記
し
た
「
本
末
社
寺
号

其
外
明
細
帳
」（
以
下
「
寺
院
明
細
帳
」
と
呼
ぶ
）を
民
部
省
に
提
出
す
る
よ
う
に
命
じ
た（
太

政
官
布
告
第
四
九
三
・
四
九
四
号
）。
こ
の
取
調
書
で
あ
る
「
寺
院
明
細
帳
」
は
現
在
に
伝

わ
る
だ
け
で
同
三
年
百
四
十
二
冊
、
同
四
年
百
一
冊
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
中
に
名
古

屋
藩
か
ら
提
出
さ
れ
た
明
細
帳
は
確
認
で
き
な
い
が
、
同
三
年
十
二
月
に
明
細
帳
を
提

出
し
た
西
尾
藩
は
、
三
河
国
・
越
前
国
・
安
房
国
の
三
国
に
わ
た
る
二
百
一
に
及
ぶ
管

内
寺
院
に
つ
い
て
報
告
し
、
高
遠
藩
で
は
百
六
の
寺
院
に
つ
い
て
報
告
し
た
。
ま
た
真

言
宗
古
義
派
は
同
四
年
五
月
、
金
剛
峯
寺
を
触
頭
と
し
て
美
濃
国
六
十
四
寺
・
近
江
国

六
寺
・
尾
張
国
五
寺
・
飛
驒
国
一
寺
の
同
派
寺
院
を
報
告
し
た
。
こ
の
民
部
省
調
査
は

朱
印
地
高
、
除
地
高
等
を
記
す
こ
と
か
ら
み
て
、
租
税
調
査
と
考
え
ら
れ
る
。
蜷
川
式

胤
が
「
奈
良
之
筋
道
」
に
記
す
東
大
寺
正
倉
院
開
封
を
求
め
た
民
部
省
調
査
と
は
こ
れ

を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
民
部
省
は
同
年
閏
十
月
二
十
八
日
に
府
藩
県
に
対
し
、
管
内
神
社
の
鎮
座
地
・

社
名
・
建
物
数
・
祭
神
・
勧
進
年
記
・
祭
日
・
境
内
・
社
領
・
摂
末
社
・
社
職
・
氏
子

個
数
な
ど
の
取
り
調
べ
を
命
じ
て
い
る（
太
政
官
布
告
第
七
七
九
号
）。
こ
れ
に
つ
い
て
も

目
録
が
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
民
部
省
調
査
を
も
と
に
社
寺
に
伝
わ
る
宝

物
に
つ
い
て
は
、
同
五
年
八
月
に
寺
院
に
仏
器
・
什
物
等
の
帳
簿
備
え
付
け
が
命
じ
ら

れ（
教
部
省
達
第
一
二
号
）、
同
十
二
年
に
内
務
省
は
宝
物
・
古
文
書
等
の
保
存
の
た
め
、

目
録
帳
の
提
出
を
寺
院
と
社
寺
の
両
者
に
求
め
た（
内
務
省
達
乙
第
二
二
号
・
第
三
一
号
）。

こ
れ
ら
が
古
社
寺
調
査
事
項
標
準（
同
二
十
八
年
四
月
五
日
、
内
務
省
訓
令
第
三
号
、
付
録
法

令
二
八
）、
古
社
寺
保
存
法（
同
三
十
年
）成
立
の
前
段
階
に
あ
る
。

民
部
省
調
査
で
府
藩
県
か
ら
寺
社
に
関
す
る
多
数
の
目
録
が
提
出
さ
れ
た
の
を
承
け

て
、
明
治
政
府
は
同
布
告
に
対
し
て
も
同
規
模
の
目
録
提
出
を
見
込
ん
だ
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
名
古
屋
県
か
ら
神
社
の
古
器
物
と
し
て
報
告
さ
れ
た
の
は
十
四
社
二
百
九
十

三
点
に
留
ま
っ
た
が
、
明
治
三
年
八
月
の
報
告
ど
お
り
、
も
し
管
内
に
神
社
五
千
社
あ

ま
り
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
数
千
の
古
器
物
の
報
告
を
期
待
し
た
で
あ
ろ

う
。ま

た
同
布
告
は
寺
社
だ
け
で
は
な
く
、「
各
地
方
ニ
於
テ
歴
世
蔵
貯
致
居
候
古
器
旧
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「
古
器
旧
物
保
存
方
」
と
名
古
屋
藩

四
四

物
」
の
報
告
を
求
め
た
。
名
古
屋
藩
で
こ
の
布
告
に
取
り
組
ん
だ
の
は
社
寺
掛
と
御
道

具
掛
の
二
掛
の
み
で
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
福
岡
県
の
「
古
器
物
書
上
」（
史
料
五
）

の
目
録
に
は
後
に
男
爵
と
な
る
福
岡
藩
黒
田
家
分
家
・
三
奈
木
黒
田
家
の
黒
田
一
雄
の

所
蔵
品
が
挙
げ
ら
れ
る
ほ
か
、
福
岡
県
・
堺
県
・
足
柄
県
の
目
録
に
は
個
人
名
が
散
見

さ
れ
る
。

二
章
で
述
べ
た
通
り
、
尾
張
家
は
同
五
年
の
「
華
族
宝
物
検
査
」
で
は
同
布
告
の
目

録
と
推
定
さ
れ
る
「
尾
張
家
古
器
物
目
録
」
か
ら
い
く
つ
か
の
道
具
を
除
い
て
報
告
し

た
。
同
布
告
で
集
古
館
設
置
や
博
覧
会
に
触
れ
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
取
捨
選
択
が

お
き
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
布
告
の
企
図
は
博
覧
会

へ
の
出
品
物
の
選
定
で
は
な
く
、
日
本
と
い
う
国
に
伝
わ
る
古
器
物
全
て
を
把
握
す

る
、
壮
大
な
企
図
を
以
て
起
草
さ
れ
た
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
が
、
高
久
彩
が
指
摘
す
る

「
神
祇
行
政
が
進
め
る
「
国
民
」
教
化
の
根
底
に
あ
っ
た
皇
学
に
基
づ
い
た
思
想
」
に

基
づ
く
か
否
か
は
、
今
後
慎
重
に
検
討
を
進
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

同
三
年
十
二
月
三
日
、
病
の
た
め
知
藩
事
を
辞
任
し
た
十
六
代
義
宜
に
代
わ
っ
て

父
・
慶
勝
が
二
代
名
古
屋
知
藩
事
と
な
り
、
そ
の
一
週
間
後
、
新
政
府
弁
官
宛
に
名
古

屋
城
天
守
郭
の
金
鯱
を
「
無
用
の
長
物
」
と
す
る
伺
書
が
提
出
さ
れ
た
。
同
四
年
四
月

七
日
と
十
四
日
に
金
鯱
が
天
守
閣
か
ら
降
ろ
さ
れ
、
蒸
気
船
知
多
丸
で
東
京
へ
送
ら
れ

皇
室
に
献
上
さ
れ
た
。
こ
の
金
鯱
の
献
上
は
明
治
初
期
の
古
物
破
却
の
典
型
的
事
例
と

し
て
使
わ
れ
て
き
た
。

慶
勝
は
、
金
鯱
が
降
ろ
さ
れ
る
最
中
の
四
月
十
日
に
名
古
屋
城
か
ら
東
京
・
浅
草
瓦

町
邸
に
引
き
移
り
、
そ
の
後
廃
藩
置
県
を
経
て
、
同
年
九
月
二
十
九
日
に
は
義
宜
も
東

京
へ
移
住
し
た
。
尾
張
家
が
使
用
し
て
い
た
名
古
屋
城
二
の
丸
御
殿
は
取
り
壊
し
が
決

定
し
、最
終
的
に
同
五
年
五
月
に
尾
張
家
は
名
古
屋
城
を
引
き
払
っ
た
。引
き
払
わ
れ
た

の
は
名
古
屋
城
だ
け
で
は
な
い
。
江
戸
上
屋
敷
で
あ
る
市
ヶ
谷
屋
敷
は
兵
部
省
に
、
中

屋
敷
の
麴
町
屋
敷
は
早
々
に
上
地
と
な
り
、
下
屋
敷
の
和
田
戸
山
屋
敷
は
宗
家
に
差
し

上
げ
、
上
京
し
た
慶
勝
と
義
宜
と
家
臣
団
を
受
け
入
れ
た
の
は
三
二
七
五
坪
の
邸
地
し

か
な
い
浅
草
瓦
町
邸
一
邸
の
み
で
あ
っ
た
。
手
狭
な
た
め
慶
勝
の
子
女
は
同
邸
内
に
場

所
を
得
ら
れ
ず
、名
古
屋
に
留
め
置
か
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
物
理
的
な
理
由
も
あ
っ
て
、

尾
張
家
の
莫
大
な
量
の
大
名
道
具
は
整
理
縮
小
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
約
七
割
方
が

売
却
や
焼
却
処
分
さ
れ
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
り
な
が
ら
、
尾
張
家
は
由
緒
あ
る
道
具
を
現
在
に

ま
で
伝
え
た
。
廃
藩
置
県
を
経
た
後
も
「
御
道
具
掛
」
は
、
引
き
続
き
名
古
屋
城
と

「
新
御
屋
敷
」
に
通
い
道
具
整
理
を
行
っ
た
。
八
月
十
日
以
降
「
御
道
具
掛
」
は
ほ
と

ん
ど
休
み
な
く
「
新
御
屋
敷
」
を
拠
点
に
整
理
を
続
け
、
十
一
月
二
十
七
日
に
は
最
初

の
入
札
の
伺
い
を
た
て
る
に
至
っ
た
。
十
二
月
八
・
九
日
に
拝
見
が
行
わ
れ
、
十
・

十
一
日
に
入
札
、
十
二
日
に
開
札
、
十
八
日
に
引
き
渡
し
が
行
わ
れ
た
。
翌
年
正
月
に

は
再
び
次
の
入
札
の
伺
い
が
た
て
ら
れ
、
三
月
七
・
八
日
に
内
見
、
十
二
日
に
入
札
が

行
わ
れ
た
。
ま
た
大
奥
道
具
は
四
月
に
引
き
払
い
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
処
分
を

行
い
な
が
ら
、
尾
張
家
は
名
古
屋
総
見
寺
に
お
け
る
名
古
屋
博
覧
会（
同
四
年
十
一
月

十
一
日
か
ら
五
日
間
）に
も
八
点
を
出
品
し
た
。
ま
た
金
鯱
は
名
古
屋
城
と
と
も
に
破
却

さ
れ
る
の
で
は
な
く
皇
室
に
献
上
さ
れ
、
片
方
は
名
古
屋
博
覧
会
に
、
も
う
片
方
は
同

五
年
湯
島
聖
堂
で
開
催
さ
れ
た
文
部
省
博
物
局
主
催
の
博
覧
会
に
出
品
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

文
政
七
年（
一
八
二
四
）生
ま
れ
の
慶
勝
は
、
壁
の
崩
れ
か
け
た
名
古
屋
城
多
門
櫓（
挿

図
9
）や
天
守
閣
か
ら
降
ろ
さ
れ
た
金
鯱（
挿
図
10
）に
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
を
向
け
た
。
横
山

松
三
郎
撮
影
の
名
古
屋
城
の
写
真
は
「
壬
申
検
査
」
の
記
録
と
し
て
古
物
保
存
の
貴
重

な
資
料
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
が
、
慶
勝
が
写
し
た
名
古
屋
城
や
金
鯱
は
そ
の
よ
う
な
観

点
か
ら
紹
介
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
多
く
の
苦
心
を
重
ね
、
不
要
な
道
具
を
処
分
し
な
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「
古
器
旧
物
保
存
方
」
と
名
古
屋
藩

四
五

が
ら
よ
り
価
値
の
あ
る
道
具
を
伝
え
る
こ
と
を
最
重
要
課
題
と
し
て
困
難
を
乗
り
越
え

て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
金
鯱
を
例
に
尾
張
家
は
今
後
も
古
物
破
却
を
推
進
し
た
家
と

し
て
語
り
継
が
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

明
治
初
期
の
古
物
破
却
は
一
大
名
の
事
情
で
起
き
た
も
の
で
は
な
い
。
古
物
破
却

は
、
数
多
く
の
政
策
・
政
治
的
動
向
の
複
合
的
要
因
で
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
考
え
る
。

同
様
の
背
景
の
下
、
同
布
告
は
日
本
全
国
の
古
器
物
を
網
羅
し
よ
う
と
い
う
布
告
当
初

の
企
図
は
果
た
さ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
「
厭
旧
競
新
」
と
い
わ
れ
る
時
代

の
中
で
、
同
布
告
は
好
古
家
た
ち
が
古
器
物
を
守
り
伝
え
る
「
詔
」
と
し
て
機
能
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
尾
張
家
の
古
器
物
も
ま
た
こ
の
「
詔
」
の
下
に
、
明
治
維
新
か

ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
荒
波
を
越
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
考
え
る
。

お　

わ　

り　

に

同
布
告
の
翌
年
、
明
治
政
府
は
宝
物
取
調
の
布
達
を
連
発
し
た
。
五
月
か
ら
四
か
月

に
わ
た
っ
て
町
田
久
成
・
蜷
川
式
胤
や
文
部
省
の
内
田
正
雄
等
が
名
古
屋
・
伊
勢
・
京

都
・
奈
良
の
宝
物
取
調
を
行
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
壬
申
検
査
」
だ
け
で
な
く
、
宮
内

省
・
神
祇
省
か
ら
は
勅
封
と
さ
れ
る
神
仏
・
古
器
古
文
書
・
倉
庫
を
取
り
調
べ
る
よ
う

命
じ
た
通
達（
明
治
五
年
二
月
五
日　

達
第
三
十
五
号
）、
先
に
触
れ
た
「
大
蔵
省
取
調
」、

「
陸
軍
省
取
調
」「
華
族
宝
物
検
査
」
が
あ
っ
た
他
、
同
年
三
月
十
四
日
に
設
置
さ
れ
た

教
部
省
は
八
月
に
寺
院
附
属
の
什
器
什
物
は
す
べ
て
帳
簿
に
記
載
し
各
寺
院
に
備
え
お

く
よ
う
通
達
し
た
上
で
、
十
月
か
ら
社
寺
取
調
教
導
職
事
務
検
査
の
た
め
諸
県
に
官
員

を
派
遣
し
た
。

こ
れ
だ
け
の
省
庁
が
現
在
で
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
「
文
化
財
」
の
取
調
を
実
施
す
る
の
は

極
め
て
異
例
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
も
ち
ろ
ん
明
治
政
府
の
省
庁
体
制
の
整
備
の
進
展

（
54
）

（
55
）

挿図9　名古屋城天守・本丸馬出多門櫓 明治
四年（1871）以前　「幕末・明治名古屋城写真」
徳川慶勝撮影　徳川林政史研究所蔵

挿図10　名古屋城金鯱 明治四年（1871）
「幕末・明治名古屋城写真」徳川慶勝撮
影　徳川林政史研究所蔵

と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
本
論
で
述
べ
て
き
た
文
脈
が
正
し
い
と
す
れ

ば
、
廃
藩
置
県
に
よ
り
同
布
告
の
企
図
し
た
「
文
化
財
」
の
把
握
が
で
き
な
か
っ
た
か

ら
こ
そ
、
そ
の
代
替
手
段
と
し
て
こ
れ
ら
の
検
査
は
各
省
庁
で
翌
年
、
集
中
的
に
実
施

さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
特
に
廃
藩
置
県
を
主
導
し
た
大
蔵
省

（
56
）



「
古
器
旧
物
保
存
方
」
と
名
古
屋
藩

四
六

註（
1
）　

主
に
以
下
の
論
文
・
資
料
を
参
照
し
た
。

由
水
常
雄
「
明
治
五
年
の
正
倉
院
開
封
目
録
」（『
美
術
史
』
八
○
、
美
術
史
学
会
、
一
九
七
一

年
）。

樋
口
秀
雄
「
史
料
公
刊　

壬
申
検
査
「
古
器
物
目
録
」（『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
二
五
五
、
東
京
国

立
博
物
館
、
一
九
七
二
年
）。

『
東
京
国
立
博
物
館
百
年
史
』（
東
京
国
立
博
物
館
、
一
九
七
三
年
）。

椎
名
仙
卓
『
日
本
博
物
館
発
達
史
』（
雄
山
閣
、
一
九
八
八
年
）。

佐
藤
道
信
『〈
日
本
美
術
〉
誕
生
』（
講
談
社
、
一
九
九
六
年
）。

高
木
博
志
『
近
代
天
皇
制
の
文
化
史
的
研
究
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九
七
年
）。

佐
藤
道
信
『
明
治
国
家
と
近
代
美
術
─
美
の
政
治
学
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）。

文
化
庁
編
『
文
化
財
保
護
法
五
十
年
史
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
〇
一
年
）。

鈴
木
良
・
高
木
博
志
『
文
化
財
と
近
代
日
本
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）。

西
洋
子
『
正
倉
院
文
書
整
理
過
程
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）。

枝
川
明
敬
「
我
が
国
に
お
け
る
文
化
財
保
護
の
史
的
展
開
─
特
に
、戦
前
に
お
け
る
考
察
」（『
文

化
財
情
報
学
』
九
─
一
、
駿
河
台
大
学
、
二
〇
〇
二
年
）。

馬
場
憲
一
「
文
化
財
保
護
に
お
け
る
歴
史
学
的
視
点
の
現
状
」（『
法
政
史
学
』
六
〇
、
法
政
大

学
史
学
会
、
二
〇
〇
三
年
）。

吉
田
衣
里
「『
古
物
』
─
江
戸
か
ら
明
治
へ
の
継
承
」（『
近
代
画
説
』
一
二
、
明
治
美
術
学
会
、

二
〇
〇
三
年
）。

鈴
木
廣
之
『
好
古
家
た
ち
の
19
世
紀
─
幕
末
明
治
に
お
け
る
《
物
》
の
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
』（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）。

米
崎
清
実
『
蜷
川
式
胤
「
奈
良
の
筋
道
」』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）。

米
崎
清
実
「
蜷
川
式
胤
と
明
治
五
年
の
社
寺
宝
物
調
査
」（
明
治
維
新
史
学
会
編
『
明
治
維
新
と

歴
史
意
識
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）。

文
化
庁
文
化
財
部
美
術
学
芸
課
編
『
壬
申
検
査
関
係
資
料
目
録
』（
文
化
庁
、
二
〇
〇
五
年
）。

椎
名
仙
卓
『
日
本
博
物
館
成
立
史
─
博
覧
会
か
ら
博
物
館
へ
』（
雄
山
閣
、
二
〇
〇
五
年
）。

は
省
を
挙
げ
て
検
査
に
と
り
か
か
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
別
稿
で
述
べ
た
い
。

森
本
和
男
『
文
化
財
の
社
会
史
─
近
現
代
史
と
伝
統
文
化
の
変
遷
』（
彩
流
社
、二
〇
一
〇
年
）。

吉
野
俊
哉
「
明
治
期
の
全
国
的
な
宝
物
調
査
と
旧
越
中
国
内
の
宝
物
に
つ
い
て
─
東
京
国
立
博

物
館
蔵
資
料
の
調
査
を
中
心
に
」（『
研
究
紀
要
』
二
一
、
富
山
県
立
山
博
物
館
、
二
〇
一
四

年
）。

野
呂
田
純
一
『
幕
末
・
明
治
の
美
意
識
と
美
術
政
策
』（
宮
帯
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
）。

久
留
島
浩
「
古
物（
古
器
旧
物
）か
ら
「
文
化
財
」
へ
」（
明
治
維
新
史
学
会
編
『
講
座
明
治
維
新

11　

明
治
維
新
と
宗
教
・
文
化
』、
有
志
舎
、
二
〇
一
六
年
）。

高
久
彩
「
明
治
四
年
太
政
官
布
告
の
「
古
器
旧
物
」
分
類
の
特
質
」
─
博
覧
会
と
神
祇
行
政
の

関
係
性
に
注
目
し
て
」（『
文
化
政
策
研
究
』
一
五
、
文
化
政
策
学
会
、
二
〇
二
二
年
）。

内
川
隆
志
「「
古
器
旧
物
保
存
方
」
31
種
の
古
器
物
選
定
の
背
景
に
つ
い
て
」（『
國
學
院
大
學
博

物
館
学
紀
要
』
四
七
、
國
學
院
大
學
博
物
館
、
二
〇
二
三
年
）。

（
2
）　

前
掲
註（
1
）吉
田
論
文
、
久
留
島
論
文
、
高
久
論
文
、
内
川
論
文
。

（
3
）　

前
掲
註（
1
）鈴
木
著
書
。

（
4
）　

前
掲
註（
1
）『
東
京
国
立
博
物
館
百
年
史
』。「
大
学
献
言
」
と
は
『
公
文
録
』
明
治
四

年
・
第
三
十
九
巻
辛
未
五
月
〜
七
月
・
大
学
伺（
国
立
公
文
書
館
、
公00491100

）に
「
古
器

旧
物
保
存
方
」
と
共
に
綴
ら
れ
る
弁
官
宛
て
の
献
言
を
指
す
。

（
5
）　

明
治
五
年
に
伊
勢
・
名
古
屋
・
奈
良
・
京
都
の
古
社
寺
・
華
族
の
宝
物
取
調
の
た
め
、
町

田
久
成（
一
八
三
八
〜
九
七
）・
内
田
正
雄（
一
八
三
八
〜
七
六
）・
蜷
川
式
胤（
一
八
三
五
〜

八
二
）等
が
派
遣
さ
れ
た
四
か
月
に
及
ぶ
長
期
出
張
を
指
す
。

（
6
）　
「
壬
申
検
査
関
係
資
料
」（
重
要
文
化
財
）は
壬
申
検
査
及
び
そ
の
前
後
に
実
施
さ
れ
た
宝
物

検
査
の
記
録
類
で
「
壬
申
検
査
社
寺
宝
物
図
集
」
三
十
一
冊
、「
古
器
物
目
録
」
五
冊
、「
府
県

宝
物
調
書
類
」
四
十
五
冊
か
ら
な
る
。

（
7
）　

前
掲
註（
1
）『
東
京
国
立
博
物
館
百
年
史
』第
一
章　

五「
古
器
物
の
保
存
と
宝
物
調
査
」、

前
掲
註（
1
）吉
野
論
文
で
は
「
府
県
」
と
記
し
て
お
り
、
廃
藩
置
県
前
の
府
藩
県
に
む
け
た
布

告
で
あ
る
と
指
摘
す
る
論
考
は
確
認
し
て
い
な
い
。

（
8
）　
「
御
布
告
御
用
留
」
明
治
三
〜
四
年　

二
冊　

徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵（
尾1-379

）。

（
9
）　

前
掲
註（
1
）『
壬
申
検
査
関
係
資
料
目
録
』。

（
10
）　

十
六
県
の
記
録
の
綴
じ
ら
れ
る
「
宝
物
取
調
書
」（
表
1
─
20
）が
あ
る
他
、京
都
府
の
「
宝

物
調
書
」（
表
1
─
16
）で
は
明
治
五
年
十
月
の「
御
巡
見
宝
物
簿
」と
明
治
九
年
か
ら
十
年
の「
京



「
古
器
旧
物
保
存
方
」
と
名
古
屋
藩

四
七

都
博
物
館
出
品
預
證
」
が
綴
じ
込
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
は
冊
子
単
位
で
な
く
中
に
綴
じ
込
ま
れ
た

目
録
単
位
で
提
出
府
県
や
年
代
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
対
し
て
愛
知
県
か
ら
提
出
さ
れ
た

十
二
冊
の
宝
物
調
書（
表
1　

21
〜
32
）は
二
府
六
県
宝
物
目
録
と
し
て
同
時
に
提
出
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
、
ま
と
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

（
11
）　

前
掲
註（
1
）吉
野
論
文
。
尚
、
前
掲
註（
1
）『
東
京
国
立
博
物
館
百
年
史
』・『
好
古
家
た

ち
の
19
世
紀
』
で
は
提
出
先
と
し
て
文
部
省
・
大
蔵
省
が
あ
る
こ
と
に
触
れ
な
が
ら
両
者
を
分

離
し
て
扱
っ
て
い
な
い
。

（
12
）　
「
公
立
諸
学
校
取
調
」・「
大
蔵
省
取
調
」・「
陸
軍
省
取
調
」・「
華
族
宝
物
検
査
」
の
呼
称

は
未
定
で
あ
り
、
論
ず
る
便
宜
上
筆
者
が
名
付
け
た
名
称
で
あ
る
。「
公
立
諸
学
校
取
調
」
は

文
部
省
か
ら
各
地
方
の
公
立
諸
学
校
や
文
庫
、
病
院
等
で
所
蔵
の
書
籍
、
古
器
旧
物
の
報
告
を

求
め
る
告
示
で
あ
る
。「
大
蔵
省
取
調
」
は
太
政
官
か
ら
各
府
県
へ
寺
社
四
民
の
宝
物
銘
書
取

調
に
つ
き
大
蔵
省
の
官
員
が
出
張
す
る
と
の
布
告
、「
陸
軍
省
取
調
」
は
陸
軍
省
官
員
が
城
郭

兵
器
の
取
調
に
出
張
す
る
と
の
布
告
、
そ
し
て
「
華
族
宝
物
検
査
」
は
東
京
居
住
の
華
族
所
有

の
古
器
旧
物
の
報
告
を
求
め
る
沙
汰
書
で
あ
る
。

（
13
）　
「
貞
元
親
王
御
所
持
之
品
與
申
伝
作
古
器
御
届
」
辛
未
九
月
八
日　

飯
野
県
、『
宝
物
調
書

　

共
五
十　

千
葉
県
、
印
旛
県
、
飯
野
県
、
鶴
牧
県
、
栃
木
県
、
宇
都
宮
県
下
」（
表
1
─
4
）。

　
「
古
器
旧
物
御
届
」
辛
未
十
月　

鶴
牧
県
、
同
右
。

　
「
元
安
志
県
旧
器
物
之
儀
ニ
付
御
届
」
辛
未
十
二
月
二
十
三
日
飾
磨
県
、『
宝
物
調
書　

兵
庫

県
、
飾
磨
県
、
岡
山
県
、
北
条
県
、
小
田
県
、
広
島
県
、
山
口
県
、
鳥
取
県
、
島
根
県
、
浜
田

県
、
香
川
県
、
石
鉄
県
、
名
東
県
、
福
岡
県
、
延
岡（
美
々
津
県
）』（
表
1
─
20
）。

　
「
古
器
物
書
上
」
壬
申
正
月
廿
七
日　

福
岡
県
、
同
右
。

　
「
古
器
旧
物
品
目
并
所
蔵
人
名
御
届
」「
宝
物
調
書　

額
田
県
、
岐
阜
県
長
瀧
寺
及
白
山
神

社
」（
表
1
─
11
）

　

い
ず
れ
も
前
掲
註（
1
）『
東
京
国
立
博
物
館
百
年
史　

資
料
編
』
所
収
。

（
14
）　
「
古
器
旧
物
并
所
蔵
人
名
取
調
書
」
堺
県（
表
1
─
3
）

　
「
古
器
旧
物
取
調
書
」
足
柄
県
、「
宝
物
調
書　

静
岡
県
、
足
柄
県
、
浜
松
県
下
」（
表
1
─

6
）。

　

足
柄
県
の
提
出
時
期
は
明
治
五
年
七
月
で
あ
る
が
、
明
治
四
年
に
各
寺
社
か
ら
旧
韮
山
県
に

提
出
さ
れ
た
目
録
を
含
ん
で
お
り
、「
足
柄
県
」
の
八
行
罫
紙
に
書
か
れ
た
目
録
も
ま
た
同
布

告
に
よ
る
部
名
で
分
類
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
同
布
告
に
対
す
る
提
出
調
書
と
判
断
す
る
。

（
15
）　 

他
に
「
古
器
旧
物
」
の
用
語
を
使
用
し
た
目
録
と
し
て
、度
会
県
飯
高
郡
松
坂
町
の
「
古

器
旧
物
調
帳
」（
表
1
─
13
）や
石
川
県
の
「
加
賀
国
古
器
旧
物
取
調
書
」（
壬
申
六
月
・
表
1
─

7
）が
あ
る
が
、
前
者
は
表
紙
に
「
博
物
館
」
印
と
「
六
月
十
九
日
、
廿
日
、
廿
一
日
」
の
書

き
込
み
が
あ
り
、「
壬
申
検
査
」
等
で
宝
物
を
実
際
に
確
認
し
た
日
付
の
可
能
性
が
あ
る
。
目

録
内
に
同
布
告
の
部
名
に
よ
る
分
類
は
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
後
者
は
「
右
之
通
取
調
書
出
候
ニ

付
書
面
之
儘
写
取
御
届
申
候
此
内
刀
剣
等
武
器
之
品
々
陸
軍
省
巡
回
武
庫
司
エ
モ
及
届
置
申

候
」
と
添
え
ら
れ
て
い
る
。「
大
蔵
省
取
調
」
と
「
陸
軍
省
取
調
」
の
布
告
は
同
日
に
出
さ
れ

て
お
り
、
同
布
告
ま
で
年
代
を
遡
ら
せ
る
理
由
が
な
い
。
以
上
か
ら
こ
こ
で
は
同
布
告
に
対
す

る
返
書
か
ら
除
い
た
。

　

ま
た
明
治
五
年
正
月
二
十
九
日
に
美
々
津
県
か
ら
送
ら
れ
る
「
元
延
岡
県
書
籍
幷
古
器
奇
物

取
調
御
猶
予
願
」
は
「
古
器
」
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
が
、
内
容
か
ら
「
公
立
諸
学
校
等

取
調
」
に
対
す
る
願
書
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

従
前
於
各
地
方
公
費
を
以
取
設
有
之
諸
学
校
或
ハ
文
庫
病
院
等
ニ
而
所
蔵
之
書
籍
幷
古
器

奇
物
ノ
類
取
調
当
月
中
可
差
出
旨
御
達
御
座
候
付
早
速
申
遣
候
得
共
今
以
不
申
越
候
間
来

月
中
限
御
猶
予
被
成
下
候
様
奉
願
候
以
上

前
掲
註（
1
）『
東
京
国
立
博
物
館
百
年
史
』
資
料
編
、
六
〇
八
頁
、「
宝
物
調
書　

兵
庫
県
、

飾
磨
県
、
岡
山
県
、
北
条
県
、
小
田
県
、
広
島
県
、
山
口
県
、
鳥
取
県
、
島
根
県
、
浜
田
県
、

香
川
県
、
石
鉄
県
、
名
東
県
、
福
岡
県
、
延
岡（
美
々
津
県
）」（
表
1
─
20
）。

　

尚
、「
社
寺
四
民
」
は
「
大
蔵
省
取
調
」
の
布
告
に
使
用
さ
れ
る
用
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

筆
者
は
そ
れ
ら
を
「
大
蔵
省
取
調
」
の
目
録
と
位
置
付
け
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
を
準
備

し
て
い
る
。

（
16
）　

宝
物
調
書
中
、
愛
知
県
に
関
係
す
る
目
録
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
辛
未
」（
明
治
四
年
）

「
元
名
古
屋
県
」
と
の
記
載
が
あ
る
「
古
器
旧
物
目
書
」
二
冊（
表
1　

1
、
2
）、「
壬
申
」（
明

治
五
年
）の
記
載
あ
る
愛
知
県
提
出
の
「
貯
蔵
宝
物
銘
書
」
二
冊（
表
1　

8
、
9
）、
仏
教
各

宗
派
別
の
愛
知
県
提
出
の
「
宝
物
調
書
」
十
冊（
表
1　

23
〜
32
）、「
神
社
宝
物
調
書
」（
表
1

─
22
）、「
熱
田
神
宮　

祭
器
宝
物
調
書
」（
表
1
─
21
）、
府
県
博
覧
会
列
品
目
録
の
愛
知
県
分

二
冊（
表
1　

44
、
45
）。

（
17
）　

野
見
神
社
・
兵
主
神
社
が
二
社
併
せ
て
一
目
録
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、「
寺
院
品
目
書
」



「
古
器
旧
物
保
存
方
」
と
名
古
屋
藩

四
八

裏
表
紙
に
「
博
覧
会
之
品
」「
名
古
屋
藩　

吉
澤
一
郎
」
と
あ
る
用
紙
等
も
全
く
異
な
る
目
録

一
通
が
貼
り
込
ま
れ
る
。
明
治
四
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
五
日
間
、
名
古
屋
門
前
町
総
見
寺
で

名
古
屋
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
目
録
に
あ
る
作
品
と
吉
澤
一
郎
の
名
前

は
小
寺
玉
晁
筆
「
博
覧
会
物
品
目
録
」
に
は
見
ら
れ
ず
、
同
年
代
の
記
録
か
否
か
も
確
認
で
き

な
い（『
名
古
屋
の
博
覧
会
』
名
古
屋
市
博
物
館
、
一
九
八
二
年
）。

（
18
）　
『
新
修
名
古
屋
市
史　

資
料
編　

近
代
一
』（
名
古
屋
市
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
19
）　

部
名
を
記
さ
ず
所
蔵
品
を
列
記
す
る
社
寺
も
あ
り
、
布
告
に
な
い
部
名
を
記
す
社
寺
も
あ

る
。

（
20
）　

熱
田
神
宮
は
明
治
五
年
五
月
に
愛
知
県
が
大
蔵
省
に
提
出
し
た
「
貯
蔵
宝
物
銘
書
」（
表
1

─
8
）に
も
同
布
告
の
目
録
を
そ
の
ま
ま
提
出
し
て
お
り
、
改
め
て
取
調
は
実
施
し
て
い
な

い
。
同
布
告
に
対
し
て
の
取
調
が
徹
底
し
て
い
た
た
め
、
再
調
査
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
と
想

像
す
る
。

（
21
）　
「
庚
午
八
月
社
寺
民
戸
数
御
届
」
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵（
旧
蓬
左26-158

）。

（
22
）　
「
宝
物
古
器
物
古
文
書
目
録
」　

全
三
冊
之
内
二　

海
東
郡
役
所
、
愛
知
県
公
文
書
館
・
藩

庁
・
郡
役
所
文
書（
Ｃ
Ｄ
№
16
／
Ｅ
10
─
2
）。

（
23
）　

安
志
県
は
府
県
統
合
に
よ
り
明
治
四
年
十
一
月
二
日
姫
路
県
と
な
り
、
同
九
日
改
名
し
て

飾
磨
県
と
な
っ
た
。
ま
た
足
柄
県
も
韮
山
県
・
小
田
原
県
・
荻
野
山
中
県
・
六
浦
県
が
統
合
し

て
成
立
し
た
。

（
24
）　

前
掲
註（
13
）・（
14
）参
照
。
各
府
藩
県
の
事
情
が
以
下
の
よ
う
に
影
響
す
る
と
考
え
る
。

飯
野
県
・
鶴
牧
県
は
明
治
四
年
九
月
・
十
月
に
回
答
す
る
が
、
両
者
と
も
に
十
一
月
十
四
日
に

は
府
県
統
合
に
よ
り
木
更
津
県
と
な
る
こ
と
か
ら
、
統
合
前
の
提
出
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
安
志

県
は
飾
磨
県
の
初
代
県
参
事
・
土
肥
実
光（
一
八
三
七
〜
七
二
）が
任
命
さ
れ
て
か
ら
、
足
柄
県

も
ま
た
韮
山
県
大
参
事
で
あ
っ
た
柏
木
忠
俊（
一
八
二
四
〜
七
八
）が
明
治
五
年
七
月
二
十
五
日

に
権
令
に
任
命
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
報
告
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
堺
県
・
福
岡
県
も
ま
た
各
地

の
事
情
が
影
響
す
る
と
考
え
る
が
、
そ
れ
ら
の
検
討
は
各
地
域
の
研
究
者
に
委
ね
た
い
。

（
25
）　
「
御
相
談
人
依
嘱
解
嘱　

御
家
職
任
免
調
書
」
個
人
蔵
。

（
26
）　

佐
藤
豊
三
「
享
保
時
代
に
お
け
る
尾
張
徳
川
家
の
蔵
帳
整
理
に
つ
い
て
」（『
金
鯱
叢
書
』

二
五
、
徳
川
黎
明
会
、
一
九
九
八
年
）。

　

ま
た
文
久
二
年（
一
八
六
二
）に
正
妻
・
嫡
子
の
在
府
・
在
国
が
自
由
と
な
っ
て
以
降
、
江
戸

屋
敷
の
奥
道
具
が
国
元
に
返
送
さ
れ
る
記
録
や
、
江
戸
屋
敷
に
保
管
さ
れ
て
い
た
作
品
が
明
治

に
入
り
再
び
名
古
屋
か
ら
東
京
に
移
動
す
る
こ
と
が
道
具
帳
等
か
ら
判
明
す
る
。

（
27
）　

山
本
泰
一
「
宝
物
の
所
在
と
管
理
」（『
尾
張
徳
川
家
初
代
義
直
襲
封
四
〇
〇
年
記
念　

尾

張
の
殿
様
物
語
』
徳
川
美
術
館
、
二
〇
〇
七
年
）、
同
「
尾
張
徳
川
家
の
幕
末
期
に
お
け
る
什

宝（
収
蔵
品
）の
種
類
と
数
量
に
つ
い
て（
一
）─
絵
画
・
書
跡
編
」（『
金
鯱
叢
書
』
三
一
、
徳
川

黎
明
会
、
二
〇
〇
四
年
）、
同
「
尾
張
徳
川
家
の
幕
末
期
に
お
け
る
什
宝（
収
蔵
品
）の
種
類
と

数
量
に
つ
い
て（
二
）
─
陶
磁
器
・
硝
子
器
編
」（『
金
鯱
叢
書
』
三
三
、
徳
川
黎
明
会
、

二
〇
〇
六
年
）。

（
28
）　
「
家
職
々
務
章
程
」
明
治
十
五
年
七
月
制
定（
五
味
末
吉
調
「
徳
川
家
々
法
其
外
調
書
」
個

人
蔵
）。

（
29
）　
「
明
治
三
年
正
月
ヨ
リ
日
記　

三
冊　

御
道
具
懸
」
明
治
四
年
六
月
二
十
九
日
条　

徳
川

美
術
館
蔵（
什
器
古
帳
四
四
）。

（
30
）　

江
戸
期
で
は
主
に
管
理
者
別
に
作
成
さ
れ
て
い
た
目
録
は
、
明
治
五
・
六
年
頃
成
立
と
考

え
ら
れ
る
「
什
器
目
録
」（
什
器
原
簿
一
〇
）に
お
い
て
形
態
や
用
途
に
よ
る
分
類
が
含
ま
れ
る

が
、
こ
れ
ら
の
分
類
名
は
存
在
し
な
い
。

（
31
）　
「（
御
道
具
類
）御
用
留
」
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵（
尾
4
─
99
）。

（
32
）　

前
掲
註（
1
）野
呂
田
著
書
。

（
33
）　
「
華
族
所
持
宝
物
重
器
等
博
物
館
江
差
出
書
類
」（
館
資
45
）一
冊
、
一
八
七
四
年
、
博
物
館

事
務
局
、『
法
令
全
書　

明
治
五
年
』
内
閣
官
報
局　

一
八
八
九
年
、
前
掲
註（
1
）『
東
京
国

立
博
物
館
百
年
史
』
資
料
編
、
六
一
〇
頁
。

（
34
）　

前
掲
註（
33
）「
華
族
所
持
宝
物
重
器
等
博
物
館
江
差
出
書
類
」、
前
掲
註（
1
）『
東
京
国

立
博
物
館
百
年
史
』
資
料
編
、
六
一
〇
頁
。

（
35
）　

前
掲
註（
33
） 「
華
族
所
持
宝
物
重
器
等
博
物
館
江
差
出
書
類
」。

（
36
）　

前
掲
註（
33
）「
華
族
所
持
宝
物
重
器
等
博
物
館
江
差
出
書
類
」。

（
37
）　

野
呂
田
は
こ
れ
ら
の
結
果
を
華
族
か
ら
の
「
実
質
的
な
無
回
答
」
で
あ
っ
た
と
し
、「
自

家
に
留
め
置
き
た
い
旧
大
名
家
に
よ
る（
中
略
）自
己
防
衛
の
手
段
」
と
す
る
が
、
家
宝
と
し
て

当
主
直
封
で
受
け
継
い
で
き
た
も
の
を
「
其
の
外
珍
物
奇
品
」
と
共
に
見
世
物
と
し
て
公
開
す

る
こ
と
は
旧
藩
士
等
の
手
前
、
決
し
て
許
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
前
掲
註（
1
）野
呂
田
著

書
。



「
古
器
旧
物
保
存
方
」
と
名
古
屋
藩

四
九

（
38
）　

明
治
四
年
八
月
、
名
古
屋
県
に
は
庶
務
・
社
寺
・
農
商
・
会
計
・
軍
事
・
刑
法
・
学
校
・

監
察
の
八
掛
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る（「
旧
藩
書
綴
」
明
治
四
年
、
徳
川
林
政
史
研
究
所

蔵（
Ｘ
70
─
82
）、
愛
知
県
公
文
書
館
複
写
本
）。

（
39
）　
『
法
令
全
書　

明
治
三
年
』
内
閣
官
報
局
、
一
八
八
七
年（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ

レ
ク
シ
ョ
ンhttps://dl.ndl.go.jp/pid/787950 （
参
照 

二
〇
二
三
年
）。

（
40
）　

圭
室
文
雄
「
明
治
初
年
寺
院
明
細
帳
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
」（
圭
室
文
雄
監
修
・
解
説
『
明

治
初
年
寺
院
明
細
帳
』（
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
、
す
ず
さ
わ
書
店
、
二
〇
一
八
年
）。

　

国
立
国
会
図
書
館
蔵
の
「
社
寺
取
調
類
纂
」
百
九
十
五
冊
は
教
部
省
の
記
録
と
み
ら
れ（
藤

井
貞
文
「
解
題
」『
日
本
宗
教
史
目
録
叢
書
第
一（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
社
寺
取
調
類
纂
目
録
）』

宗
教
史
研
究
会
事
務
局
、
一
九
六
四
年
）、
そ
の
内
の
寺
院
目
録
だ
け
が
『
明
治
初
年
寺
院
明

細
帳
』
と
し
て
全
十
冊
で
公
刊
さ
れ
て
い
る
。

（
41
）　

前
掲
註（
40
）圭
室
論
文
は
現
在
伝
わ
る
明
細
帳
に
大
藩
が
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
も

し
名
古
屋
藩
の
目
録
が
存
在
し
た
場
合
に
は
宝
物
調
書
中
の
愛
知
県
「
二
府
六
県
宝
物
目
録
」

十
二
冊
を
超
え
る
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
尚
、
こ
の
「
二
府
六
県
宝
物
目
録
」

と
寺
院
明
細
帳
等
は
同
様
の
様
式
を
採
用
す
る
が
、そ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
別
稿
で
論
じ
た
い
。

（
42
）　

前
掲
註（
40
）圭
室
論
文
。

（
43
）　

国
文
学
研
究
資
料
館
に
は
文
部
省
調
査
局
宗
務
課
引
継
文
書
と
し
て
「
神
社
明
細
帳
」

五
百
五
十
一
冊
、「
寺
院
明
細
帳
」
百
四
十
八
冊
、「
仏
堂
明
細
帳
」
九
十
冊
が
あ
り
、
そ
の
一

部
は
国
文
学
研
究
資
料
館　

史
料
館
編
『
社
寺
明
細
帳
の
成
立
』（
史
料
叢
書
七
、
名
著
出
版
、

二
〇
〇
四
年
）に
掲
載
さ
れ
る
。
ま
た
前
掲
註（
40
）『
日
本
宗
教
史
目
録
叢
書
第
一（
国
立
国
会

図
書
館
蔵
社
寺
取
調
類
纂
目
録
）』
に
も
神
社
明
細
帳
が
散
見
さ
れ
る
。

（
44
）　

前
掲
註（
1
）高
久
論
文
。

（
45
）　

木
下
直
之
「
明
治
維
新
と
名
古
屋
城
」（
木
下
直
之
編
『
講
座
日
本
美
術
史　

第
6
巻　

美

術
を
支
え
る
も
の
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
46
）　

辻
善
之
助
『
日
本
文
化
史　

第
七
巻　

明
治
時
代
』（
春
秋
社
、
一
九
五
〇
年
）引
用
の
影

響
が
強
い
の
か
、
廃
仏
毀
釈
と
「
厭
旧
」
に
言
及
す
る
ほ
と
ん
ど
の
文
献
に
典
型
的
事
例
と
し

て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
47
）　
『
新
修
名
古
屋
市
史　

本
文
編　

四
巻
』（
名
古
屋
市
、
一
九
九
九
年
）。

（
48
）　
「
御
住
居
之
沿
革
」
個
人
蔵
。

（
49
）　

こ
の
あ
た
り
の
経
緯
は
一
部
口
頭
発
表
し
て
い
る
が
、
近
く
論
考
と
し
て
発
表
予
定
で
あ

る
。

（
50
）　

山
本
泰
一
「
尾
張
徳
川
家
の
収
蔵
品
に
つ
い
て
」（『
大
徳
川
展
』
図
録
、「
大
徳
川
展
」
主

催
事
務
局
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
51
）　

前
掲
註（
31
）「（
御
道
具
類
）御
用
留
」。
な
お
、「
新
御
屋
敷
」
と
は
現
在
の
徳
川
美
術
館

の
位
置
に
あ
り
、
明
治
初
期
に
尾
張
家
に
返
還
さ
れ
た
屋
敷
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の

経
緯
に
つ
い
て
は
近
く
別
稿
に
て
論
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
52
）　

小
寺
玉
晁
筆
「
博
覧
会
物
品
目
録
」（
前
掲
註（
17
）『
名
古
屋
の
博
覧
会
』。
大
参
事
・
丹

羽
賢
も
七
点
を
出
品
し
て
お
り
、
廃
藩
置
県
後
な
が
ら
名
古
屋
藩
の
強
い
影
響
下
に
実
施
さ
れ

た
博
覧
会
で
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

（
53
）　
「
幕
末
・
明
治
名
古
屋
城
写
真
」、
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
。

（
54
）　

内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全　

第
二
十
六
巻　

社
寺
門
』（
原
書
房
、一
九
七
九
年
）。

（
55
）　

教
部
省
布
達
第
十
九
号（
明
治
五
年
九
月
二
十
三
日
）、
同
二
十
一
号（
同
年
十
月
二
日
）

「
太
政
類
典
」
第
二
編
・
第
二
百
五
十
二
巻
・
教
法
三
、
国
立
公
文
書
館
蔵
。

（
56
）　

前
掲
註（
1
）森
本
著
書
。

（
美
術
館　

非
常
勤
學
藝
員
）

［
謝
辞
］

　

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
機
関
・
個
人
の
多
大
な
る
ご
協
力
を
頂
戴
し
ま
し
た
。

こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

Ｄ
Ｎ
Ｐ
ア
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
、
東
京
国
立
博
物
館
、
徳
川
美
術
館
、
徳
川
林
政
史

研
究
所
、
板
谷
寿
美
氏
、
藤
田
英
昭
氏
、
吉
川
美
穂
氏（
五
十
音
順
）。
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番号 名称 表紙書込 整理番号 掲載府県名
1 古器旧物品目書　社家之分 辛未（朱書）／元名古屋県 歴資1090-16 名古屋県
2 古器旧物品目書　寺院并修験之分 辛未（朱書）／元名古屋県 歴資1090-15 名古屋県

3 古器旧物并所蔵人名取調書 辛未（朱書）「庶」、朱方印「史」／
堺県 歴資1090-32 堺県

4 宝物調書 共五十／千葉県、印旛県、飯野県、
鶴牧県、栃木県、宇都宮県下 歴資1090-35 印旛県、宇都宮県、栃木県、飯

野県、鶴牧県
5 宝物調書　 共五十／山梨県下 歴資1090-33 山梨県

6 宝物調書　 共五十／静岡県、足柄県、浜松県下 歴資1090-36 足柄県、静岡県、韮山県、浜松
県

7 宝物調書　 共五十／筑摩県、新川県、相川県、
新潟県、敦賀県、石川県下 歴資1090-37 筑摩県、新川県、相川県、新潟県、

敦賀県、石川県
8 貯蔵宝物銘書 壬申／愛知県／「第五号」朱方印「史」歴資1090-9 愛知県
9 貯蔵宝物銘書 壬申／愛知県／朱方印「史」 歴資1090-10 愛知県
10 管内社寺四民貯蔵宝物銘書 岐阜県／朱書「壬申」朱方印「史」 歴資1090-20 岐阜県

11 宝物調書　 共五十／額田県、岐阜県長瀧寺及同
白山神社 歴資1090-17 岐阜県、額田県、名古屋県、滋

賀県
12 管下従来貯蔵宝物銘書取調書 犬上県／朱書「壬申」朱方印「史」 歴資1090-21 犬上県
13 古器旧物調帳 度会県下松坂町／共五十 歴資1090-18 度会県
14 宝物調書 伊勢皇太神宮／共五十 歴資1090-19 度会県
15 宝物調書 共五十／奈良県下 歴資1090-22 奈良県
16 宝物調書 共五十／京都府下　三冊ノ内 歴資1090-23 京都府
17 宝物調書 共五十／京都府下　三冊ノ内 歴資1090-24 京都府、和歌山県
18 宝物調書 共五十／京都府下　三冊ノ内 歴資1090-25 京都府
19 本願寺器物品目 共五十 歴資1090-26 京都府

20 宝物取調書

第一区二〇四二ノ内／共五十／兵庫
県、飾磨県、岡山県、北条県、小田
県、広島県、山口県、鳥取県、島根
県、浜田県、香川県、石鉄県、名東県、
福岡県、延岡（美々津県）

歴資1090-27

兵庫県、飾磨県、岡山県、北条県、
小田県、広島県、山口県、鳥取県、
島根県、浜田県、香川県、石鉄県、
名東県、高知県、福岡県、美々
津県　

21 熱田神宮祭器　宝物調書 愛知県／朱方印「史」 歴資1090-1 愛知県
22 神社宝物調書　 愛知県／朱方印「史」 歴資1090-8 愛知県
23 曹洞宗宝物調書　 愛知県／朱方印「史」 歴資1090-2 愛知県
24 日蓮宗宝物調書　 愛知県／朱方印「史」 歴資1090-3 愛知県
25 真宗高派西派宝物調書　 愛知県／朱方印「史」 歴資1090-4 愛知県
26 天台宗宝物調書　 愛知県／朱方印「史」 歴資1090-5 愛知県
27 真宗東派宝物調書　 愛知県／朱方印「史」 歴資1090-6 愛知県
28 真宗東派宝物調書　 愛知県／朱方印「史」 歴資1090-7 愛知県
29 時宗宝物調書　 愛知県／朱方印「史」 歴資1090-11 愛知県
30 浄土宗宝物調書　 愛知県／朱方印「史」 歴資1090-12 愛知県
31 真言宗宝物調書　 愛知県／朱方印「史」 歴資1090-13 愛知県
32 臨済宗宝物調書　 愛知県／朱方印「史」 歴資1090-14 愛知県
33 宝物取調書 共五十／和歌山県 歴資1090-34 和歌山県

34 社寺宝物幉　第一 明治十年三月／神社之部／大阪府／
朱方印「史」 歴資1090-29 大阪府

35 社寺宝物幉　第二 明治十年三月／天台真言及禅三宗之
部／大阪府／朱方印「史」 歴資1090-30 大阪府

36 社寺宝物幉　第三
明治十年三月／融通念仏時宗日蓮宗
及真宗各派之部／大阪府／朱方印

「史」
歴資1090-31 大阪府

37 展覧会出品目録 小田県／朱文「壬申」朱方印「史」 歴資1090-28 小田県

表1　「府県宝物調書類」一覧
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＊「府県宝物調書類」四十五冊は、「壬申検査社寺宝物図集」三十一冊、「古器物目録」五冊と併せて「壬申検査関係資料」（東
京国立博物館蔵）として重要文化財に指定されている。

＊本表は、基本的に文化庁文化財部美術学芸課『壬申検査関係資料目録』（平成十七年三月）に倣ったが、表紙に記された題名
を「名称」とし、題名は「表紙書込」に加えていない。また、表記について一部訂正を加えている。

＊「掲載府県名」は目録に綴じられた順に記載した。

38 府県博覧会列品目録　一 度会県 歴資1090-43 度会県

39 府県博覧会列品目録　二 筑摩県上／松本、高島、大町、福島
村、高遠 歴資1090-44 筑摩県

40 府県博覧会列品目録　三 筑摩県下／飯田 歴資1090-45 筑摩県
41 府県博覧会列品目録　四 三重県／伊賀上野 歴資1090-46 三重県
42 府県博覧会列品目録　五 新潟県／白山 歴資1090-47 新潟県
43 府県博覧会列品目録　六 大分県 歴資1090-48 大分県
44 府県博覧会列品目録　七 愛知県上 歴資1090-49 愛知県
45 府県博覧会列品目録　八 愛知県下 歴資1090-50 愛知県

目
録
提
出
年
月

「
祭
器
之
部
」

「
古
玉
寶
石
之
部
」

「
古
鏡
古
鈴
之
部
」

「
武
器
之
部
」

「
古
書
画
之
部
」

「
古
書
籍
之
部
」

「
扁
額
之
部
」

「
楽
器
之
部
」

「
印
章
之
部
」

「
文
房
諸
具
之
部
」

「
工
匠
器
械
之
部
」

「
貨
幣
之
部
」

「
陶
磁
器
之
部
」

「
漆
器
之
部
」

「
度
量
権
衡
之
部
」

「
茶
器
香
具
花
器
之
部
」

「
遊
戯
具
之
部
」

「
雛
幟
等
偶
人
幷
児
玩
之
部
」

「
化
石
之
部
」

部
名
な
し 「

屋
内
諸
道
具
之
部
」

布
告
以
外
の
部
名

総
計

1 熱田神宮 辛未八月 7 3 39 48 4 17 1 24 2 1 1 1 1 1 1 3 2 156
2 真清田神社 辛未七月 3 1 2 5 1 1 13
3 津島神社 辛未七月 69 1 1 4 75
4 八幡社 辛未六月 1 1
5 浅間神社 辛未六月 1 1 1 1 2 6
6 成海神社 辛未六月 8 1 9
7 因幡神社 辛未六月 4 1 5
8 羽豆神社 辛未七月 3 5 1 1 10
9 知里付神社 辛未六月 1 1
10 高賀神社 辛未七月 11 11
11 八幡神社 ― 1 1
12 八幡霊元神社 辛未七月 1 1

13 野見神社
兵主神社 辛未七月 4 4

85 4 54 60 5 17 5 27 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 4 15 2 293

＊「古器旧物品目書／社家之分」（「府県宝物調書類」（歴資1090-16）東京国立博物館蔵）所収の目録をもとに作成した。
＊「古器旧物保存方」の三十一分類の内、「石弩雷斧之部」「銅器之部」「古瓦之部」「農具之部」「布帛之部」「皮革之部」「諸

金製造器之部」「鐘銘碑」「車輿之部」「衣服装飾之部」「古佛像并佛具之部」には該当がないことから、項目を設けていない。

表3　「古器旧物品目書／社家之分」所収目録の神社・部類別項目数
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二

目
録
提
出
年
月

「
古
鏡
古
鈴
之
部
」

「
武
器
之
部
」

「
古
書
画
之
部
」

「
古
書
籍
之
部
」

「
扁
額
之
部
」

「
鐘
銘
碑
」

「
車
輿
之
部
」

「
衣
服
装
飾
之
部
」

「
遊
戯
具
之
部
」

「
古
佛
像
幷
佛
具
之
部
」

「
化
石
之
部
」

部
名
な
し

布
告
以
外
の
部
名

総
計

備
考

1 土方浄念寺 辛未七月 3 3
2 総見寺 辛未六月 1 1
3 七寺 辛未七月 2 2
4 啓運寺 明治四年未七月 1 1
5 如法院 辛未七月 7 7
6 宝壽院 辛未七月 5 14 1 20
7 法輪寺 明治四年辛未八月 5 「古経之部」 2 7 名古屋御県社寺御掛り
8 霊光院 明治四年七月 1 1
9 法華寺 辛未七月 1 1
10 蜜蔵院 辛未七月 1 4 2 3 16 26
11 漸東寺 明治四年未七月 1 1 名古屋御県社寺御掛
12 光明寺 辛未七月 2 2
13 岩屋寺 辛未七月 19 19
14 妙興寺 辛未七月 2 50 9 「古物之部」 11 72
15 願奥寺 辛未七月 7 7
16 龍門寺 辛未七月 1 1 2
17 誓願寺 辛未六月 1 2 1 1 2 7 名古屋御藩庁社寺御掛り
18 正覚寺 辛未年七月 3 3
19 永弘院 辛未七月 2 2
20 大安寺 辛未七月 「茶器之部」 1 1
21 大周院 辛未七月 1 1
22 法海寺 辛未七月 2 6 8 名古屋県社寺御掛
23 長福寺 辛未七月 8 5 1 「屋内諸道具之部」1 15
24 興禅寺 辛未七月 5 3 1 「古経文之部」 1 10
25 清壽院 辛未六月 2 1 4 7
26 山本院 辛未七月 2 2
27 観龍院 辛未七月 1 1
28 良学院 辛未七月 3 「古筆之部」 2 5
29 泉乗院 辛未七月 1 1
30 良宝院 辛未七月 1 1
31 祐学院 辛未七月 4 4
32 宝泉院 辛未七月 1 3 4
33 清宝院 辛未七月 2 2
34 一葉院 辛未七月 1 1
35 大教院 辛未七月 1 1
36 喜宝院 辛未七月 2 2
37 地昌院 辛未七月 3 3
38 国豊院 辛未七月 1 1
39 常泉院 辛未七月 1 1
40 宝積院 辛未七月 1 1

2 11 72 8 11 1 1 3 1 116 1 11 18 256

表2　「古器旧物品目書／寺院并修験之分」所収目録の寺院・部類別項目数

＊「古器旧物品目書／寺院并修験之分」（「府県宝物調書類」（歴資1090-15）東京国立博物館蔵）所収の目録をもとに作成した。
＊「古器旧物保存方」の三十一分類の内、「祭器之部」「古玉寶石之部」「石弩雷斧之部」「銅器之部」「古瓦之部」「農具之部」「布

帛之部」「皮革之部」「諸金製造器之部」「楽器之部」「印章之部」「文房諸具之部」「工匠器械之部」「貨幣之部」「陶磁器之部」
「漆器之部」「度量権衡之部」「雛幟等偶人并児玩之部」「茶器香具花器之部」には該当がないことから、項目を設けていない。
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＊「壬申検査関係資料」（重要文化財・東京国立博物館蔵）の「府県宝物調書類」の内、「古器旧物品目書　社家之分」（表1-1、
歴資1090-16）に綴じ込まれた熱田神宮から提出された目録の内訳である。

＊巻末に「辛未八月」「千秋季福」とあることから、明治四年八月に熱田神宮の宮司職を世襲する千秋家の季福（1846 ～ 76）
が調製したと推定される。

表4　「熱田神宮古器物類取調帳」内訳

祭器之部

大鉾　一柄

古書画之部

磤馭廬嶋之図　酒井若狭守書
白柄鉾　二柄 兵術之語　秀頼公筆短冊　一枚
御多羅枝　二柄 天満宮神像掛物　二幅
鏑矢　二筋 葡萄之画　一

古玉宝石之部
宝珠　一ツ 鷹之画掛物　二幅
曲玉　一ツ 神領古文書　一
水晶玉　一ツ 右大将頼朝公寄進状

石弩雷斧之部 右者無御座候 加藤清正返書
古鏡古鈴之部 鏡　大小　三拾九面 神像　一幅
銅器之部 （記入なし）

古書籍之部
日本書紀　懐紙裏　十五巻

古瓦之部 右者無御座候 更衣　古写本　一部

武器之部

黶丸　一腰 水鏡古写本　一部
蜘切丸　一腰 扁額之部 小野道風額　一面
熱田国信　一腰

楽器之部

龍王面　一
備州長舩利光　一腰 納曽利面　二
實阿　一腰 還城楽面　一
三条吉家　一腰 八仙面　四
長谷部国信　一腰 採桑老面　一
三条宗近　一腰 二之舞面　二
粟田口則国　一腰 抜頭面　一
豊後国行平　一腰 鼉太鼓　一
備前景光　一腰 古面　十
備州長舩吉次　一腰 笛　一管
来国俊　一腰 鐘銘碑 右者無御座候
相州廣光　一腰

印章之部
太閤秀吉公印章　一

大和国住包永　一腰 熱田文庫之印　一
来国光　一腰 文房諸具之部 紫硯　一面
波平安次　一腰 農具之部 右者無御座候
無銘　三腰 工匠器械之部 棟上槌　一本
国林　一腰 車輿之部 右者無御座候
信国　一腰 布帛之部 右者無御座候
来国久　一腰 衣服装飾之部 右者無御座候
介成　一腰 皮革之部 右者無御座候
剣無銘　二振 貨幣之部 古銭百文
剣吉光　一振 諸金製造器之部 右者無御座候
無銘　七腰 陶磁器之部 高麗壷　一
豊後国行平　一腰 漆器之部 梨子地之箱　盆　一
光忠　一腰 度量権衡之部 舛　大小　三
備前国友成　一腰

茶器香具花器之部
梨子地之香合　一

宗吉　一腰 棗　一
国友　一腰 馬香炉　一
神来　一腰

遊戯具之部
尺八笛　一本

備州長舩重通　一腰 鯖之尾琴　一面
吉次　一腰 雛幟等偶人并児玩之部 右者無御座候
沢潟鏃　一本 古仏像并仏具之部 右者無御座候
甲　二頭 化石之部 右者無御座候
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義季公冑　壱甲

古武器之部 古武器之部

高麗紫石硯　一

名物之部

文房諸具之部

秀吉公具足　壱領 夢ノ浮橋盆石　一
屋内諸道具之部

池田正宗刀 薬師院盆　一

吉見左文字刀 茜屋茄子茶入　一

茶器香具花器之部

遠江長光刀 筒井茶入　一

物吉貞宗刀 苫屋文琳茶入　一

不動正宗刀 利休作泪茶杓　一

無銘吉光刀 曜変天目　一

奈良屋貞宗刀 白天目　一

庖丁正宗刀 大高麗茶碗　一

上野貞宗刀 蘭茶碗　一

戸川志津刀 荒木茶碗　一

後藤吉光刀 上々暦茶碗　一

一庵正宗刀 尼ケ崎茶臺　一

鯰尾吉光刀 杵ノ折花生　一

鳥飼国俊刀 千鳥香炉　一

松浦信国 堆朱居布袋香合　一

南泉一文字刀 梶釜　一

定家御筆小倉色紙こひすてふの
和歌　一幅

名物之部

古書画之部

糸目釜　一

同筆小倉色紙ももしきやの和歌　
一幅 霰姥口釜　一

宋玉澗墨画遠浦帰帆図　一幅 芋頭水指　一

直夫画中布袋偃渓賛、牧渓同画
讃左右朝陽対月　三幅 青海水指　一

虚堂墨蹟　一幅 松花茶壷　一

無準画　左郁山主、中達磨、右
政黄牛　三幅 判官茶壷　一

小町箏　一面

楽器之部

夕立茶壷　一

虎箏　一面 紫銅向獅子香炉　一

松虫琵琶　一面 唐丸壷茶入　一

影向琵琶　一面 宗無肩衝茶入　一

花鳥唐蒔絵月琴　一面 雄島茶壷　一

山郭公琵琶　一面 初時雨茶壷　一

禹門琵琶　一面 古瀬戸茶壷　一

虚心一節切　宗勲銘アリ　一笈 人丸茶壷　一

山嵐一節切　一笈 蠟石琴　一
古器物之部 外

篳篥　一笈 琉球楽器　皆具　十九品

表5　「御名物及古器物目録」内訳

＊「御名物及古器物目録」（徳川美術館蔵　什器古帳33）掲載の作品名を記した。
＊「前半」は同書の前半十二丁である「御届　御名物及古器物記」、「後半」は同書の後半十四丁の「御名物　古器旧物」で

の分類を示す。
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